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は
じ
め
に

　

伊
賀
国
は
か
つ
て
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
）が
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
を
描
く
舞
台
と
し
た
地
域
で
あ
り
、

豊
富
な
古
文
書
群
は
竹
内
理
三
編
『
伊
賀
国
黒
田
荘
史
料
』
一
・
二
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
五
・
七
九
年
）
と
し
て
集
成
さ
れ
て
い
る
。
黒
田
庄
を
め
ぐ
っ

て
は
、「
当
国
猛
者
」（『
平
安
遺
文
』
一
二
六
一
号
）
と
称
さ
れ
た
藤
原
実
遠

や
郡
司
丈
部
氏
と
東
大
寺
と
の
紛
争
、
国
衙
と
の
関
係
な
ど
が
注
目
さ
れ（

１
（、

当

地
は
ま
た
、
伊
勢
平
氏
の
平
正
盛
が
六
条
院
に
山
田
郡
鞆
田
村
の
田
畠
を
寄
進

し
て
、
白
河
上
皇
の
目
に
止
ま
り
、
院
北
面
の
武
士
と
し
て
、
院
政
と
結
合
し

な
が
ら
台
頭
し
て
い
く
契
機
に
な
っ
た
こ
と
で
も
著
名
で
あ
る（

２
（。

　

伊
賀
国
に
関
し
て
は
、
や
は
り
東
大
寺
領
黒
田
庄
関
係
の
文
書
に
国
衙
機
構

の
あ
り
方
を
窺
わ
せ
る
材
料
も
存
し
て
お
り
、
税
所
の
活
動
や
一
国
平
均
役
賦

課
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る（

３
（。

こ
れ
ら
の
徴
税
活
動
で
は
ま
た
、
国
衙
の

実
務
を
担
う
在
庁
官
人
と
東
大
寺
そ
の
他
と
の
相
論
が
継
起
し
て
お
り
、
在
庁

官
人
の
動
向
を
検
討
す
る
材
料
と
し
て
も
有
用
で
あ
る
。
伊
賀
国
の
在
庁
官
人

に
つ
い
て
は
既
に
一
覧
化
し
た
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
事
例
を
悉

皆
に
考
察
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
な
お
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る（

４
（。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
伊
賀
国
の
在
庁
官
人
を
一
覧
し
た
上
で
、
彼
ら
が

関
係
し
た
事
件
や
そ
の
時
々
の
情
勢
と
の
関
係
、
在
庁
官
人
の
変
遷
・
勢
力
交

替
の
有
無
な
ど
を
探
り
、
国
衙
機
構
内
で
の
役
割
・
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し

た
い
。
在
庁
官
人
の
中
に
は
平
姓
の
者
も
散
見
し
て
お
り
、
平
氏
の
存
在
形
態

や
国
衙
と
武
士
の
生
成
・
発
展
と
の
相
関
に
も
目
配
り
で
き
れ
ば
と
思
う
。

一 

在
庁
官
人
の
動
向
と
役
割

　

ま
ず
古
代
豪
族
の
動
向
を
含
め
て
、
伊
賀
国
に
お
け
る
在
庁
官
人
の
人
的
系

譜
・
変
遷
を
整
理
す
る
。伊
賀
国
の
郡
領
氏
族
は
、国
府
所
在
の
阿
拝
郡
は
敢（
阿

閇
）
朝
臣
、
山
田
郡
と
伊
賀
郡
は
不
詳
で
あ
る
が
、
伊
賀
郡
は
伊
賀
国
造
伊
賀

臣
の
本
拠
地
と
目
さ
れ
る
の
で
、伊
賀
臣
（
朝
臣
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、

残
る
名
張
郡
の
郡
領
に
も
伊
賀
朝
臣
が
見
え
て
い
る（

５
（。

但
し
、
名
張
郡
に
関
し
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表１　伊賀国の在庁官人・国衙関係者一覧

大判官代阿閇望富：貞観13･8･25 ／平1998；東大寺と平忠盛の相論を扱った明法博士勘状案（保安
4･9･12）の中に、東大寺側所進証文として「貞観十三年八月廿五日大判官代阿閇望富売券」アリ？

録事代橘∥判官代橘、壬生∥大判官代橘貞親：長保4･11･1 ／平420･429；伊賀国税所勘申案の日下：税
所を構成／大判官代―判官代―録事代の序列

書生佐那具秀正：万寿3･4･23 ／左経記；4/7･9条：伊賀守親光の愁により、散位山村宿禰貞舒を召問
→4/23条；宮南門にて「伊賀国書生等」を召問とあり、秀正（＝書生）を召している…国司側の証
人として中央に召問＝国務の詳細を把握

大判官代／書生壬生正助：天喜1･8･26／平704；官宣旨案　7/7伊賀国符；大判官代壬生正助の報告により、
東大寺の牓示変更を知り、名張郡に現地調査を命じる→7/8名張郡司解；官使と大判官代正助とと
もに黒田村に下向→正助と郡司範輔が荘園側により搦捕されようとする→郡司は官使を伴い逃脱、
正助は行方不明に→7/9伊賀国解；官使に書生正助、郡司範輔を差副え派遣した旨見ユ
＠大判官代＝書生…7/3東大寺の牓示変更を知る→国使として現地へ＝在地情勢に詳しい

判官代桃原久興：天喜2･6･5 ／平717；東大寺申状案によると、使（＝国使）として東大寺領の牓示を
抜棄→国使として現地で活動

在庁官人∥書生猪久景：天喜3･10･9 ／平732…；伊賀守小野守経請文…５月；検非違使より在庁官人を証
人（守に対する荘園側の暴行）として召進→６月中旬；庁官7人を進上→「在庁等徒経過百余日、
還被陵抱理之国司方、加之彼書生之中、推問之間、猪久景雖指言失不候、被禁獄所、同及数月」→
書生＝在庁官人／国司側の証人として中央に召問＝国務の詳細を把握

大判官代桃原（花押）／目代学生紀（花押）；天喜4･3･27 ／平781；伊賀国黒田荘工夫等解の袖の税所
の丹勘←天喜二年名張郡検田累帳により勘申…税所に所属、文書により調査

書生：天喜4･11･11 ／平820；伊賀守小野守経解に「適遣彼杣郡司書生等、称欲射打不通是多者」「欲打
凌国使書生等」とある／国司―書生：現地で活動

書生：承暦4･10･23 ／平1145；僧覚増解案に、前司資良･康基の任に宇治殿（賴通）の仰により、鞆田
村の田畠租税が免除されたのに「而以成郡司書生謀計不能領掌者」と見ユ／郡司とともに、土地領
有の成否を握る＝在地情勢を左右する存在

在庁官人：寛治2･6･19 ／平1261…；在庁官人が加地子免除に従わない＝加地子を徴収
在庁官人：寛治2･7･13 ／平1263…；在庁官人が加地子免除に従わない＝加地子を徴収
大判官代桃原「一俊」∥惣大判官代阿閇「□長」、桃原「惟行」、桃原「盛経」：寛治3･9･27 ／平1279；

伊賀国税所注進状の日下：東大寺出作田の未進を注進…税所を構成
在庁官人：寛治7･12･25 ／平1327；土地の帰属について「在地并在庁官人等署判」を請う＝土地の帰属

を認定
在庁官人：永長1･11･2 ／後二条師通記；伊賀守惟宗孝言が読受した史記を「伊賀在庁官人可返遣也」

と見ユ…国守の雑用に駆使
在庁官人：永長2･4･3／平1373；国守は寺領田官物の便補についての子細を知らないので、「相尋在庁官人、

任先例可致沙太歟」とある…国務の詳細を悉知
判官代猪（在判）∥惣判官代佐那具（在判）∥散位桃原朝臣（在判）、散位平朝臣（在判）∥目代散位

小槻宿禰：長治1･5･11 ／平1612…；伊賀国留守所下文案の日下…
在庁官人：嘉承2･10 ／平1678；在庁官人等に香菜免田の臨時雑役免除を伝える国判
在庁官人：天仁2･9･26 ／平1710；承徳3･2･30「在庁官人等注進新立庄園并加納田畠等目録」、天仁2･7「在

庁官人注進黒田庄出作公田五箇年官物未進文」…土地の帰属、官物徴収
国使／惣大判官代源：天永1･12･13 ／平1739　伊賀国名張郡郡司等勘注に「去長治元年御寺使国使郡司

刀祢等立券状者、板蠅杣四至之外出作為寺家領有其理歟」とあり、東大寺・興福寺の相論に証言（郡
司、両寺使、勧学院使）／散位を称す
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惣大判官代桃原（花押）∥散位平朝臣（花押）、源朝臣（花押）、源朝臣（花押）、平朝臣（花押）、源朝
臣（花押）：永久3･5･25 ／平1828；伊賀国東大寺領北杣作田注進状の日下…東大寺の出作田を注進

在庁官人：保安2･⑤／平1920；東大寺により「亦致非法在庁官人、毎初任注非理、且経奏聞」とある←
国守交替の機会に東大寺領の抑制を企図

散位源朝臣（花押）〈為宗〉、散位源朝臣（花押）〈基兼〉、散位源朝臣（花押）、藤原朝臣（花押）〈貞成〉、
平朝臣（花押）〈宗貞〉、源朝臣（花押）〈惟兼〉、源朝臣（花押）〈兼国〉、平朝臣（花押）〈惟国〉、源朝
臣（花押）〈行元〉∥目代散位中原朝臣（花押）：保安3･2･28 ／平1952；東大寺庄出作公田官物未進
について税所が注進

在庁官人散位源朝臣「為宗」、源朝臣「基兼」、源朝臣「行忠」、源朝臣「行貞」、藤原朝臣「貞成」、平朝臣「宗貞」、
源朝臣「惟兼」、源朝臣「兼国」、平朝臣「惟国」、源朝臣「行元」：保安3･2 ／平1958：伊賀国在庁
官人解に東大寺領の出作公田を公田率法により弁済しないことが問題とされ、「加之彼庄住人僧慶
暹、前前任名張郡納所書生兼国朝臣後見也」とある…書生：郡納所に配置（受領の交替により交代
カ）／在地の住人と密接な関係を持つ　＠源兼国…平1952（税所）、本文書の在庁官人

散位源（花押）、平朝臣（花押）、源朝臣（花押）∥目代散位中原朝臣（花押）：保安3･12 ／平
1978･1979；伊賀国符の袖の丹勘に勘申（判）…国符を保証か

惣大判官代佐那具（花押）∥目代/散位藤朝臣（花押）：保安4･2･14 ／東洋文庫原無題文書13…；伊賀国
調所返抄の日下　＠14によると、惣大判官代佐那具は出納か

出納［　］∥目代/散位藤原朝臣（花押）：保安4･2･14 ／平1983･1984；伊賀国調所返抄の日下
出納佐那具（花押）、桃原（花押）∥目代/散位藤原朝臣：保安4･2･20 ／原無題文書14；伊賀国名々官

物返抄の日下…調所を構成　　
在庁官人／庁官：保安4･9･12 ／平1998；永久3･5･25「彼国在庁官人注文」、保安3･2「庁官等注文」、保

安3･3･2「彼国在庁官人注文」と見ユ…土地の帰属等を証明
郡司丈部近国∥書生散位源行俊：天治3･1 ／平2058…；伊賀国名張郡司解案の日下：天治２年検田丸帳を

注進…書生－郡司の関係で在地で仕事　＠源行俊…平2860･2909･2919･3709に在庁官人として見ユ
在庁官人：大治1･6･19 ／平2077･2078；保安3･2「在庁官人申文」見ユ
散位源朝臣（在判）、藤原朝臣（在判）、源朝臣（在判）、源朝臣（在判）∥目代仲原朝臣（在判）：大治

4･5･12 ／平2133；留守所下文の日下
散位藤原（在判）∥書生ｶ…散位源（在判）：保延6･11･11 ／平2437；伊賀国留守所下文案（名張張郡収納

所宛）の袖に「留守所御下文明白也、収納使収納書生加判了」とある…郡収納所を構成：官物収納・
返抄発行

収納使藤原（花押）∥書生散位源朝臣：保延6･11･28 ／平2438･2439；伊賀国黒田荘出作名田官物返抄
の日下

在庁∥庁官散位平元国：天養1･10･20…／平2541；「在庁解状」により諸庄司に対して院庁下文が出る＝
在地情勢に詳しい　＠平元国：「当国為宗之庁官」であるが、出作と号して国務に従わない。「其身
為庄官已及数年」とある…権門と結託

在庁官人：久安5･5･6 ／平2664；東大寺の公田官物率法の減額を非難＝公田官物を徴収
在庁官人：久安5･5･19 ／平2665　＠平2664
在庁官人：久安5･6･13 ／平2666･2667……＠平2664
在庁官人：久安5･6･20 ／平2668　＠平2664
在庁官人∥惣大判官代正六上桃原貞弘∥散位従五下源朝臣兼貞、同?（惟宗ｶ）兼仲、同仲元、同（大江

ｶ）盛国、同国貞、同行俊、同元兼：保元1･11 ／平2860；…伊賀国在庁官人解の日下：東大寺領の出
作を訴える

在庁官人／在庁：保元1･12 ／平2865；黒田庄出作を訴える…土地の帰属を把握
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在庁官人／在庁：保元2･5 ／平2886…；東大寺領の官物未弁済を訴える…徴税を行う
在庁官人∥惣大判官代桃原貞弘、散位惟宗朝臣兼仲、散位源朝臣仲元、散位大江朝臣盛国、散位平朝臣

祐良、散位惟宗朝臣国久、散位源朝臣行俊、散位源朝臣元兼：保元2･10 ／平2909…；伊賀国在庁官
人等解案の日下：東大寺領の出作を訴える

在庁：保元2･10･20 ／平5031；検注の件について進上
在庁官人∥惣大判官代桃原「貞弘」、散位源朝臣「兼雅」、散位惟宗朝臣「兼仲」、散位源朝臣「仲元」、

散位大江朝臣「盛国」、散位平朝臣「祐良」、散位惟宗朝臣「国久」、散位源朝臣「行俊」、散位源朝
臣「元兼」：保元3･4 ／平2919…；伊賀国在庁官人等解の日下、東大寺領の出作を訴える

在庁：保元3･5･20 ／平2926；「在庁陳状」と見ユ
在庁官人：応保2･5･1 ／平3217；東大寺領の丸柱村を「又可為伊賀国領由、在庁官人等所張行也」とあり、

土地の帰属を認定か
散位大江朝臣（在判）：承安2･8 ／平3604；「下公文所」とあり、簗瀬簗瀬庄の官物済否を勘定…公文所

に所属し、文書を掌る
散位大江朝臣（在判）：承安3･4･15 ／平3626；同上
在庁官人：承安4･12･13 ／平3666；東大寺領の領掌を「在庁官人」に下した院庁下文
在庁官人∥散位藤原朝臣「元俊」、散位藤原朝臣「守永」、散位源朝臣「盛吉」、散位平朝臣「定長」、散

位源朝臣「行俊」：安元1･⑨･23 ／平3709…；伊賀国在庁官人解の日下、東大寺の国使追却をを訴える
在庁：安元1･12･14 ／平3730；「先日在庁解」を根拠とした東大寺領の否定を述べた伊賀守請文
書生：安元1･12 ／平3732；東大寺衆徒解案の見セ消チに「彼郡収納使并書生相共可徴納名張郡公田所

当官物者」とある…収納使―書生：公田所当官物を徴納／収納所を構成
書生兼柘殖郡（郷ｶ）司散位平（在判）：治承1･12 ／平3816；伊賀国柘殖川合郷司解案、（東大寺領鞆田

庄の出作を検田）の奥下（刀祢、郷司、国使、東大寺代官）…郷司を兼任し、郷司として活動
在庁：治承5･5 ／平3964；伊賀国在庁官人所進文書目録
在庁：養和1･8･2 ／平3994；院庁において問注のために参洛＝在地情勢に詳しい↓
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在庁：弘安6･12･9 ／鎌15020；大和春日若宮政所下文
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て
は
、
十
一
世
紀
以
降
は
伊
賀
氏
の
郡
司
就
任
は
一
例
の
み
で
あ
り
（『
平
安

遺
文
』
七
〇
四
・
七
八
一
号
の
伊
賀
範
輔
〔
則
佑
〕、
天
喜
年
間
）、
小
川
・
小

野
・
鳥
取
・
猪
・
長
谷
・
紀
な
ど
の
各
氏
が
登
場
し
、
次
い
で
丈
部
近
国
―
源

行
俊
―
俊
方
（
―
兼
俊
）
の
丈
部
氏
の
時
代
を
迎
え
る
と
い
う
変
遷
を
辿
っ
て

い
る（

６
（。

　

こ
う
し
た
中
で
在
庁
官
人
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
変
化
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
（
表
１
）。
十
一
世
紀
末
ま
で
の
在
庁
官
人
は
、
中
央
系
姓
の
橘
氏
を

除
く
と
、
壬
生
・
佐
那
具
・
桃
原
・
猪
・
阿
閇
は
い
ず
れ
も
在
地
系
姓
者
で
あ
っ

た
。
壬
生
は
宝
字
元
年
十
一
月
阿
拝
郡
柘
植
郷
売
券
（『
大
日
本
古
文
書
』
三

―
三
三
五
）
に
証
人
壬
生
小
粳
、
筆
取
壬
生
浄
足
が
見
え
て
お
り
、
国
府
所
在

の
阿
拝
郡
に
拠
点
を
有
す
る
在
地
豪
族
と
目
さ
れ
る
。
佐
那
具
は
地
名
と
の
関

係
は
不
明
で
あ
る
が
、
国
書
生
と
し
て
や
は
り
在
地
豪
族
が
起
用
さ
れ
た
も
の

と
推
定
で
き
る
。桃
原
は
阿
拝
郡
の
小
地
名
と
し
て
知
ら
れ（『
大
日
本
古
文
書
』

三
―
一
三
四
）、猪
は
伊
賀
郡
猪
田
郷
と
の
関
係
や
郡
司
猪
弘
光
（『
平
安
遺
文
』

六
五
五
号
、
永
承
三
年
〔
一
〇
四
八
〕）
の
存
在
、
阿
閇
は
上
述
の
阿
拝
郡
の

郡
領
氏
族
で
、
伝
統
的
な
郡
領
氏
族
が
国
衙
機
構
に
転
身
し
た
事
例
の
一
つ
と

な
る（

７
（。

し
た
が
っ
て
国
府
所
在
の
阿
拝
郡
を
中
心
に
、
在
地
豪
族
が
国
衙
機
構

に
参
画
す
る
と
い
う
形
で
、
十
世
紀
以
降
の
伊
賀
国
の
国
務
の
実
務
運
営
が
支

え
ら
れ
て
い
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

８
（。

ａ
『
左
経
記
』
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
四
月
二
十
三
日
条

（
上
略
）
於
二
官
南
門
一
召
二
問
伊
賀
国
書
生
等
。一（
中
略
）
余
仰
二
左
大
史
基
信
、一

令
レ
召
二
佐
那
具
秀
正
。一
史
召
二
官
掌
一
〈
二
音
〉、
官
掌
唯
、
史
仰
二
秀
正
可
レ

召
之
由
、一
官
掌
唯
、
起
レ
座
召
レ
之
。
秀
正
進
立
二
南
階
下
一
〈
向
レ
史
〉、
史
問

レ
之
云
々
。
畢
一
々
召
問
、
次
々
人
如
レ
前
。（
下
略
）

ｂ
『
平
安
遺
文
』
七
〇
四
号
天
喜
元
年
（
一
〇
五
一
）
八
月
二
十
六
日
官
宣
旨

左
弁
官
下
〈
東
大
寺
〉。
応
レ
令
下
（
如
脱
ヵ
）
レ
旧
領
二
掌
庄
家
一
兼
慥
糺
中
返
本

寺
使
所
二
押
取
一
官
使
山
重
成
・
紀
安
武
隨
身
雑
物
上
事
。
右
、
得
二
伊
賀
国
去

月
九
日
解
状
一
偁
、
管
名
張
郡
今
月
八
日
解
偁
、
同
月
七
日
国
符
到
来
偁
、
大

判
官
代
壬
生
正
助
参
府
レ
申
云
、
東
大
寺
使
等
到
来
、
如
レ
本
打
二
立
公
郷
廿

五
六
町
許
一
籠
已
了
者
。
先
日
依
二
官
符
宣
旨
、一
下
二
向
官
使
、一
顕
長
以
後
庄

園
所
レ
被
二
停
止
一
也
。
而
度
度
従
二
本
寺
一
可
レ
加
二
事
用
意
一
之
由
、
雖
二
示
送
、一

何
背
二
官
符
宣
旨
一
給
者
、
令
レ
知
二
国
司
一
可
レ
改
二
立
牓
示
一
也
。
官
使
相
具
召
二…

問
実
否
、一
依
二
実
正
一
可
レ
令
レ
停
二
止
件
牓
示
一
也
者
。
所
レ
請
如
レ
件
。
抑
隨
二

国
符
之
旨
、一
同
日
夕
部
相
二
具
官
使
山
重
成
・
紀
安
武
并
大
判
官
代
正
助
等
、一

罷
二
向
件
黒
田
村
庄
屋
一
之
後
、
出
二
来
彼
村
住
人
物
部
時
任
、一
相
二
次
本
寺
知

事
僧
公
釋
、一
隨
即
二
国
符
之
旨
、一
令
レ
仰
二
知
官
符
宣
旨
一
之
間
、
寺
家
下
部
不

知
姓
名
男
出
来
、
相
二
搦
正
助
之
身
、一
打
二
縛
使
部
重
成
等
従
者
、一
擬
レ
搦
二
捕

正
助
・
郡
司
範
輔
身
之
間
、
重
成
乗
鞍
尻
骨
射
二
立
於
矢
、一
次
安
武
狩
衣
左
方

袖
射
代
也
。
兼
又
重
成
等
隨
身
馬
二
疋
・
乗
鞍
二
具
・
狩
衣
二
領
・
襖
袴
二
腰
・

烏
帽
子
二
頭
・
帷
二
領
・
沓
二
疋
・
行
騰
二
懸
等
所
二
押
取
一
也
。
即
又
放
二
火

彼
村
住
人
私
宅
二
宇
一
也
。
如
レ
此
之
間
、
不
レ
知
二
正
助
行
方
。一
為
レ
存
二
身
命
一…

相
二
具
官
使
等
、一
範
輔
向
二
大
和
国
一
尋
二
深
山
之
道
、一
僅
所
二
逃
脱
一
也
。
仍
言

上
如
レ
件
。
望
請
国
裁
、
任
二
実
正
之
旨
一
被
レ
定
、
具
注
二
大
略
一
言
上
。
所
為

甚
以
不
審
也
。
謹
案
二
事
情
、一
当
国
本
自
狭
少
之
地
、
管
四
箇
郡
十
七
郷
之
内
、
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三
分
之
二
已
成
二
高
家
庄
園
一
不
レ
隨
二
国
務
。一
仍
先
日
注
二
子
細
一
言
二
上
事
由
、一

隨
即
顕
長
朝
臣
以
後
庄
園
可
二
停
止
一
官
符
宣
旨
明
白
也
。
史
生
伴
成
通
注
二
官

符
宣
旨
之
趣
、一
抜
二
捨
於
顕
長
朝
臣
以
後
庄
園
等
牓
示
一
先
了
。
其
後
重
言
二
上

国
解
、一
為
二
拒
捍
使
於
成
通
一
可
レ
徴
二
進
国
内
永
承
六
七
二
箇
年
作
田
官
物
一
之

由
、
被
レ
下
二
宣
旨
一
也
。
如
レ
此
之
間
、
雖
レ
加
二
譴
責
、一
伊
勢
大
神
宮
神
戸
并

東
大
寺
高
家
所
領
作
田
官
物
更
不
二
弁
進
、一
常
成
二
濫
行
不
善
。一
而
今
東
大
寺

従
儀
師
不
知
名
、
今
月
三
日
隨
二
身
数
十
人
、一
背
二
於
官
符
宣
旨
、一
所
二
改
立
一
也
。

為
レ
令
レ
相
二
尋
件
事
根
元
、一
所
レ
差
二
遣
於
使
部
重
成
并
書
生
正
助
・
郡
司
範
輔

等
一
也
。不
レ
弁
二
決
事
実
否
。一射
二
打
於
官
使
等
一
追
二
迷
山
野
、一僅
所
二
存
命
一
也
。

所
為
甚
以
不
審
也
。
為
レ
蒙
二
裁
定
、一
重
言
上
如
レ
件
。
望
請
天
恩
、
任
二
実
正

道
理
之
旨
、一
被
二
裁
下
一
給
、
将
レ
仰
二
恩
裁
之
貴
一
者
。
右
大
臣
宣
、
奉　
レ
勅
、

件
庄
准
二
新
立
庄
、一
縦
令
二
停
止
、一
本
寺
先
注
二
在
状
、一
可
レ
請
二
官
裁
。一
而
恣

放
二
使
者
一
射
二
危
官
使
、一
打
二
縛
従
類
、一
奪
二
取
雑
物
、一
須
下
任
二
犯
過
、一
各
処
中

罪
科
。上
然
而
依
レ
有
二
恩
詔
、一
会
赦
已
了
。
殊
誡
二
将
来
、一
更
勿
レ
令
レ
然
。
但

於
二
庄
家
、一
如
レ
旧
早
可
二
免
除
一
之
状
、
下
二
知
彼
国
一
已
了
。
於
二
官
使
等
押

取
雑
物
一
者
、
慥
以
糺
返
、
取
二
進
請
文
一
者
。（
寺
脱
ヵ
）
宜
二
承
知
、
知
レ
宣

行
一
レ
之
、
不
レ
可
二
違
失
。一（
下
略
）

　

で
は
、
在
地
系
姓
の
在
庁
官
人
た
ち
の
活
動
ぶ
り
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ａ

は
国
司
苛
政
上
訴
に
関
連
し
て（

９
（、

国
書
生
ら
が
中
央
に
召
問
さ
れ
た
事
例
で
あ

る
。『
小
記
目
録
』
第
十
八
に
「
同
《
万
寿
》
三
年
二
月
廿
二
日
、
伊
賀
国
百

姓
訴
訟
事
」、「
同
年
同
月
廿
八
日
、
伊
賀
国
訴
事
」
と
あ
り
、『
左
経
記
』
万

寿
三
年
四
月
七
日
条
で
は
伊
賀
守
藤
原
親
光
の
愁
に
よ
り
散
位
山
村
貞
舒
の
召

問
が
決
定
し
、
四
月
九
日
に
官
東
庁
で
召
問
、
次
い
で
四
月
二
十
日
に
書
生
の

勘
問
が
行
わ
れ
、そ
の
召
問
が
ａ
で
あ
っ
た
。『
日
本
紀
略
』
同
日
条
に
は
「
左

中
弁
経
頼
令
レ
問
、
伊
勢
（
賀
ヵ
）
国
在
庁
并
百
姓
等
訴
事
。
守
親
任
〔
光
ヵ
〕

非
道
事
也
」
と
あ
る
の
で
、
山
村
貞
舒
や
書
生
・
在
庁
ら
は
伊
賀
守
と
対
立
す

る
立
場
に
あ
り
、
書
生
佐
那
具
秀
正
は
守
の
非
道
を
証
言
す
べ
く
召
問
に
応
じ

た
の
で
あ
る
。
壬
生
・
佐
那
具
・
橘
姓
者
は
保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
八
月

十
三
日
伊
賀
国
百
姓
等
申
状
（『
平
安
遺
文
』
二
三
八
九
号
）
に
黒
田
庄
の
住

人
と
し
て
も
見
え
て
お
り
、
在
地
豪
族
と
し
て
在
地
の
利
害
を
代
表
す
る
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

次
に
ｂ
は
東
大
寺
領
黒
田
庄
を
め
ぐ
る
天
喜
事
件
に
関
わ
る
史
料
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
守
藤
原
棟
方
（
永
承
六
年
〔
一
〇
五
一
〕
～
天
喜
元
年
〔
一
〇
五
三
〕

任
）、
小
野
守
経
（
天
喜
元
年
～
康
平
元
年
〔
一
〇
五
八
〕
任
）
の
二
代
に
亘

る
受
領
が
、
長
元
年
間
の
国
守
藤
原
顕
長
（
長
元
四
年
〔
一
〇
三
一
〕
～
同
七

年
任
、
北
家
道
隆
流
、
伊
周
の
子
か
）
の
任
中
以
後
に
立
券
さ
れ
た
荘
園
収

公
を
企
図
し
、
南
伊
賀
に
展
開
す
る
東
大
寺
領
と
そ
の
出
作
負
田
の
収
公
を

行
お
う
と
し
て
勃
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、『
今
昔
物
語
集
』
巻

二
十
八
第
三
十
一
話
「
大
蔵
大
夫
藤
原
清
廉
、
怖
猫
語
」
に
登
場
し
、「
山
城
・

大
和
・
伊
賀
三
箇
国
ニ
田
ヲ
多
ウ
作
テ
、
器
量
ノ
徳
人
」
で
、「
伊
賀
ノ
国
ノ

東
大
寺
ノ
庄
内
ニ
入
居
ナ
ル
ニ
ハ
、
極
カ
ラ
ム
守
ノ
主
ト
モ
、
否
ヤ
責
メ
不
給

ザ
ラ
ム
」
と
嘯
き
、「
伊
賀
国
ノ
納
所
」
を
有
し
て
い
た
藤
原
清
廉
（
実
遠
の
父
）

を
譴
責
し
た
大
和
守
藤
原
輔
公
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
～
四
年
任
で
、
清

廉
は
「
此
ノ
国
一
ツ
ノ
事
ニ
モ
不
候
ズ
、
山
城
・
伊
賀
ノ
事
ヲ
沙
汰
仕
リ
候
フ
」
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と
弁
解
し
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
頃
か
ら
こ
う
し
た
所
領
経
営
が
展
開
し
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

ｂ
は
天
喜
事
件
の
発
端
に
な
る
出
来
事
で
あ
り
、
天
喜
元
年
に
東
大
寺
使
が

公
郷
二
十
五
・
六
町
を
黒
田
庄
内
と
す
る
牓
示
を
立
て
た
こ
と
を
大
判
官
代
壬

生
正
助
が
国
府
に
報
告
し
、
七
月
七
日
国
符
が
名
張
郡
に
下
達
さ
れ
、
郡
司
に

対
し
て
官
使
ら
と
と
も
に
牓
示
を
撤
去
す
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
。
名
張
郡

司
伊
賀
範
輔
（
則
佐
）
は
官
使
と
国
使
大
判
官
代
＝
書
生
壬
生
正
助
ら
と
と
も

に
現
地
に
入
る
が
、
黒
田
庄
の
物
部
時
任
や
東
大
寺
の
知
事
僧
公
釋
に
国
符
の

内
容
を
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
最
中
に
庄
民
の
攻
撃
を
被
り
、
郡
司
は
何
と

か
官
使
を
救
出
し
て
大
和
国
方
面
の
山
中
を
経
由
し
て
逃
げ
帰
る
こ
と
が
で
き

た
も
の
の
、
壬
生
正
助
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
（
七
月
八
日
）。
正
助

は
牓
示
打
立
を
最
初
に
報
告
す
る
な
ど
、
現
地
の
情
勢
に
通
暁
し
て
お
り
、
国

衙
側
の
代
表
的
存
在
と
し
て
、
特
に
黒
田
庄
側
か
ら
は
標
的
と
す
べ
き
人
物
と

目
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
在
庁
官
人
と
国
司
の
結
合
は
、
天
喜
事
件
の
後
半
局
面
で
あ
る
守

小
野
守
経
の
任
中
で
も
同
様
で
あ
り
、
天
喜
二
年
六
月
五
日
東
大
寺
申
状
案

（『
平
安
遺
文
』
七
一
七
号
）
で
は
、「
而
当
時
国
宰
守
経
朝
臣
、
以
二
去
五
月
廿

三
日
、一
入
二
部
於
名
張
郡
、一
恣
抜
二
棄
件
庄
牓
示
、一
并
住
人
等
准
二
平
民
一
充
二…

責
方
々
色
々
雑
役
一
者
」
こ
と
に
関
連
し
て
、
判
官
代
桃
原
久
興
の
召
問
が
要

求
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
が
こ
の
特
の
牓
示
抜
棄
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、
天
喜
三
年
十
月
十
九
日
伊
賀
守
小
野
守
経
請
文
（『
平

安
遺
文
』
七
三
二
号
）
で
は
、

去
五
月
上
旬
之
比
、
為
二
彼
日
証
人
、一
在
庁
官
人
等
可
二
召
進
一
之
由
、
検
非

違
使
苛
酷
、
宛
如
二
罪
科
之
輩
。一
先
後
不
レ
得
二
其
心
、一
是
多
者
私
曲
之
所…

レ
致
也
。
狼
戻
狭
少
亡
国
之
上
、
為
二
非
人
之
長
吏
一
歟
。
然
過
二
農
節
之
間
、一

同
六
月
中
旬
、
差
二
定
在
庁
七
人
、一
令
レ
喚
応
二
其
召
一
了
後
、
対
決
空
送
二
数

月
、一
纔
被
レ
問
二
畢
庁
官
。一
又
被
レ
召
二
問
彼
杣
方
者
五
六
人
一
之
程
、
俄
依
二…

犯
人
山
村
頼
正
追
捕
事
、一
官
人
等
各
分
散
、
去
月
中
旬
帰
京
云
云
。
在
庁

者
等
徒
経
二
過
百
余
日
、一
還
被
レ
陵
二
抱
理
之
国
司
方
。一
加
レ
之
彼
書
生
之
中
、

推
問
之
間
、
猪
久
景
雖
二
指
言
失
不
一
レ
候
、
被
レ
禁
二
獄
所
、一
同
及
二
数
月
、一

雖
二
言
上
一
憚
候
。

と
、
国
司
側
の
証
人
と
し
て
上
京
し
た
在
庁
官
人
ら
に
対
す
る
不
当
な
扱
い
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ａ
の
事
例
と
は
異
な
り
、
在
庁
官
人
の
利
害
に
沿
う
国
司

に
は
大
い
に
協
力
す
る
姿
が
看
取
さ
れ
る
。

　

在
庁
官
人
は
税
所
な
ど
国
衙
の
「
所
」
に
所
属
し
、
東
大
寺
側
の
要
請
な
ど

も
審
査
し
、
賦
課
・
徴
収
の
正
非
を
判
断
し
た
上
で
、
行
動
し
て
い
る
。
天
喜

四
年
三
月
二
十
七
日
伊
賀
国
黒
田
庄
工
夫
等
解
（『
平
安
遺
文
』
七
八
一
号
）

で
は
、「
請
レ
被
レ
任
二
道
理
、一
不
レ
承
二
引
久
富
徳
丸
等
名
御
封
物
二
百
五
十
石

余
一
愁
状
」
と
い
う
天
喜
事
件
の
際
の
苅
取
稲
の
返
還
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
税
所
は
そ
の
不
当
な
る
こ
と
を
袖
判
で
指
摘
し
、
国
守
も
そ
れ
を
支
持
す

る
旨
を
奥
に
判
書
し
て
い
る
。
黒
田
庄
側
は
国
衙
側
が
天
喜
二
年
七
月
晦
日
か

ら
早
田
稲
を
苅
り
取
り
始
め
、
八
月
二
十
五
・
六
日
か
ら
検
田
を
実
施
、
数
千

人
の
夫
兵
を
引
率
し
て
、
三
百
人
の
夫
兵
が
坪
々
に
入
立
っ
て
苅
り
取
っ
た
と

い
い
、
う
ち
国
守
は
十
五
・
六
日
間
、
成
任
・
則
任
と
い
う
者
の
夫
兵
ら
は
二
・
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三
十
日
間
も
遺
留
し
て
荒
廃
さ
せ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　

国
守
は
黒
田
庄
側
が
提
出
し
た
文
書
を
「
下…

税
所
」
と
し
て
袖
花
押
を
記

し
て
勘
申
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
税
所
目
代
の
学
生
紀
と
大
判
官
代
桃
原
は
、
天
喜

二
年
名
張
郡
検
田
累
帳
に
依
拠
し
て
、
黒
田
杣
住
人
が
公
郷
に
進
出
し
て
い

た
た
め
に
没
官
し
た
作
田
四
十
六
町
五
反
の
う
ち
、
苅
納
し
た
十
八
町
六
反

百
八
十
歩
は
郡
司
則
佐
所
領
二
十
七
町
八
反
百
八
十
歩
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ

り
、収
公
の
内
で
あ
り
な
が
ら
、穫
稲
を
進
上
し
な
か
っ
た
た
め
に
没
官
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
苅
り
取
っ
た
分
は
作
人
の
名
を
注
付
し
て
い
た

が
、
官
物
を
弁
済
し
な
い
の
で
、
傍
例
に
准
拠
し
て
徴
し
た
も
の
で
、
収
公
田

の
内
で
は
な
い
旨
を
指
摘
し
、黒
田
庄
の
主
張
に
根
拠
が
な
い
と
述
べ
て
お
り
、

国
守
も
こ
の
勘
申
を
是
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
東
大
寺
御
封
物
二
百
五
十
石
は
さ
ら
に
所
当
官
物
を
徴
下
し

て
徴
収
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
公
郷
へ
の
出
作
云
々
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺

御
封
物
の
弁
済
が
終
了
し
て
か
ら
申
請
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
庁
宣
も
下
さ

れ
て
い
る
（『
平
安
遺
文
』
七
八
二
号
天
喜
四
年
三
月
二
十
八
日
伊
賀
国
司
庁

宣
）。
天
喜
事
件
に
よ
る
混
乱
に
伴
い
、
東
大
寺
は
御
封
供
出
地
を
決
定
で
き

な
い
状
態
に
な
り
、
玉
滝
庄
・
黒
田
庄
双
方
の
出
作
負
田
国
衙
官
物
の
弁
済

を
凍
結
し
た
た
め
、
東
大
寺
と
国
衙
の
武
力
衝
突
が
起
き
る
の
で
あ
り
、
負

名
は
黒
田
庄
と
公
郷
に
ま
た
が
っ
て
名
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
官
物
の
弁

済
、
公
事
の
勤
仕
を
拒
否
し
、
東
大
寺
・
国
衙
双
方
に
対
捍
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
天
喜
事
件
に
よ
り
東
大
寺
御
封
物
供
出
地
が
「
縦
横
」
す
る
状
態
が
解

消
さ
れ
る
と
と
も
に
、
御
封
供
出
地
（
出
作
負
田
）・
不
輸
の
領
域
が
明
確
化

図１　藤原実遠の家系と所領の行方

※実遠の負物代として治暦２年（1066に）元興寺大僧都深観（→丈部為延に荒野を開発させる）、治暦
３年には東大寺別当大僧都有慶に所領を売却
☆天永２年（1111）矢河・中村を東大寺に売却（領主権は保持）
★長承３年（1134）中村の地子を東南院の大和国城上郡の土地と相博
*義江顕夫・入間田宣夫・斎藤利男編『十和田湖が語る古代北奥の謎』（校倉書房、2006年）156頁は、良算（五
僧君）を『奥州後三年記』に登場する清原真衡の囲碁相手の奈良法師に比定している。

… … … … 平致遠
①藤原清廉… ②実遠… ○… ④当麻三子… … ⑤延久６年（1074）
… … … … … … 薬師寺別当隆経
… … … 　　　　〈相知人〉

… ○… ③信　良※……五僧君
… … 　　　　　　良算*… … … ⑥承暦３年（1079）
… … … … … … 弟藤原保房　　　　僧実誉☆
… … … … … … 　　↑　　　　　　藤原中子★
… … … … … … 　　×
… … … … … … 　　↓
… … （③）大中臣朝方… … … 　宣　綱　　　　　　則綱
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し
、
東
大
寺
側
に
も
①
黒
田
本
庄
の
成
立
、
②
黒
田
庄
出
作
地
（
出
作
負
田
）

に
お
け
る
御
封
便
補
の
確
立
と
い
う
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で

は
東
大
寺
側
も
国
衙
と
協
業
す
る
こ
と
で
徴
収
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
て（

10
（

、

税
所
や
在
庁
官
人
と
の
関
係
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
藤
原
実
遠
の
系
譜
を
引
く
加
地
子
領
主
と
の
関
係
を
見
る
。
実
遠
の
所

領
は
実
遠
生
存
時
か
ら
負
物
代
と
し
て
売
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
も
の
も

あ
り
、
そ
の
後
継
者
は
養
子
関
係
も
複
雑
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
所
領
を
売
却
・
譲

与
す
る
な
ど
し
て
、
さ
ら
に
錯
綜
し
た
様
相
に
な
っ
て
い
る
が
、
十
一
世
紀

末
に
は
実
遠
の
孫
娘
当
麻
三
子
か
ら
所
領
を
取
得
し
た
薬
師
寺
別
当
隆
経
の

弟
藤
原
保
房
が
領
主
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寛
治
二
年

（
一
〇
八
八
）
六
月
十
九
日
東
大
寺
領
伊
賀
国
名
張
郡
定
使
懸
光
国
解
状
（『
平

安
遺
文
』
一
二
六
一
号
）、
同
年
六
月
二
十
三
日
・
七
月
十
三
日
伊
賀
国
司
庁

宣
案
（
一
二
六
二
・
六
三
号
）
で
は
、
在
庁
官
人
ら
は
黒
田
庄
民
と
結
託
し
て

蔵
人
君
＝
藤
原
保
房
へ
の
加
地
子
支
払
い
を
妨
害
し
て
お
り
、
こ
れ
は
領
主
の

加
地
子
権
を
否
定
し
、
国
衙
に
よ
る
公
郷
回
復
を
企
図
し
た
も
の
で
、
同
三
年

九
月
二
十
七
日
伊
賀
国
税
所
注
進
状
（
一
二
七
九
号
）
に
は
、「
注
進
寛
治
二

年
東
大
寺
庄
出
作
并
山
内
住
人
名
官
物
未
進
米
穎
事
」
と
し
て
名
張
郡
黒
田
庄

出
作
・
柘
植
郷
山
内
・
川
合
郷
山
内
の
表
題
の
未
進
を
注
進
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
在
庁
官
人
が
国
衙
領
の
確
保
や
未
進
の
把
握
に
尽
力
し
て
い
た
様
子
が
窺

わ
れ
る（

11
（

。

　

寛
治
七
年
十
二
月
二
十
五
日
官
宣
旨
（
一
三
二
七
号
）
で
は
、
藤
原
保
房
が

金
峯
山
寺
と
名
張
郡
矢
河
・
中
村
の
所
領
の
帰
属
を
争
っ
た
際
に
、
大
中
臣
宣

綱
は
「
去
年
始
注
下
為
二
相
伝
領
一
之
由
、上
請
二
在
地
并
在
庁
官
人
等
署
判
、一
所

レ
寄
二
進
寺
家
一
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
在
庁
官
人
の
挙
証
力
を
示

す
も
の
と
言
え
よ
う
。永
長
二
年（
一
〇
九
七
）四
月
三
日
官
宣
旨
案（
一
三
七
三

号
）
で
も
、「
応
下
検
二
注
田
数
、一
任
レ
例
以
二
寺
封
米
一
便
補
上
東
大
寺
領
玉
瀧
・

黒
田
両
杣
寄
人
作
田
官
物
事
」
に
関
連
し
て
、
国
司
は
「
抑
彼
寺
封
米
便
二
補

寺
領
田
官
物
一
之
条
、
依
レ
為
二
新
保
之
吏
、一
未
レ
知
二
子
細
。一
相
二
尋
在
庁
官

人
、一
任
二
先
例
一
可
レ
致
二
沙
汰
一
歟
」
と
述
べ
て
お
り
、
在
庁
官
人
は
国
務
の
諸

慣
行
を
悉
知
す
る
存
在
で
あ
り
、
国
衙
行
政
の
実
務
を
左
右
す
る
位
置
に
あ
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

二 

伊
勢
平
氏
の
進
出
と
国
衙
の
変
容

　

以
上
の
よ
う
な
十
一
世
紀
末
ま
で
の
状
況
に
対
し
て
、
表
１
に
よ
る
と
、

十
二
世
紀
に
は
在
地
系
氏
姓
の
在
庁
官
人
に
代
わ
っ
て
、
平
朝
臣
を
始
め
と
す

る
中
央
系
氏
姓
を
有
す
る
人
々
が
登
場
す
る
と
い
う
大
き
な
変
化
が
看
取
さ
れ

る
。
平
姓
者
に
関
し
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
伊
勢
平
氏
台
頭
の
端
緒

と
な
る
平
正
盛
（
時
に
隠
岐
守
）
に
よ
る
伊
賀
国
山
田
村
・
鞆
田
村
の
寄
進
や

伊
賀
・
伊
勢
平
氏
の
展
開
過
程
と
の
関
係
如
何
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
八
月
二
十
五
日
六
条
院
領
伊
賀
国
山
田
村
鞆
田

村
田
畠
注
文
（『
平
安
遺
文
』
一
三
八
二
号
）
に
よ
る
と
、
山
田
村
は
九
条
五

里
と
十
条
七
里
の
条
里
坪
付
が
明
記
さ
れ
る
三
町
八
段
で
、こ
れ
に
は
「
出
作
」

の
注
記
が
あ
り
、
鞆
田
村
は
数
箇
所
の
家
地
と
散
在
す
る
畠
な
ど
計
十
六
町
三

段
百
八
十
歩
、
そ
し
て
「
里
外
柘
植
郷
之
内
、
穀
田
八
段
百
八
□
歩
」、
合
計
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二
十
一
町
九
段
の
土
地
で
あ
っ
た
。
但
し
、
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
九
月

十
二
日
明
法
博
士
勘
状
案
（
一
九
九
八
号
）
に
お
い
て
、「
東
大
寺
訴
申
国
司

并
越
前
守
平
忠
盛
押
妨
寺
領
伊
賀
国
阿
閇
郡
玉
瀧
杣
内
字
鞆
田
予
野
真
木
山
参

箇
村
理
非
事
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
平
正
盛
―
忠
盛
父
子
だ
け
が

権
益
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ｃ
『
中
右
記
』
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
十
一
月
七
日
条

（
上
略
）
次
従
レ
院
令
レ
申
御
事
、
若
狭
守
正
盛
与
二
太
神
宮
神
戸
一
相
論
条
〈
六

条
院
庄
地
〉。
祭
主
《
大
中
臣
》
親
定
朝
臣
付
二
民
部
卿
《
源
俊
明
》
并
《
藤
原
》

顕
季
朝
臣
、一
不
レ
為
二
神
領
一
之
□
〔
由
ヵ
〕
申
レ
院
也
。
件
事
可
レ
申
。
件
庄
不

レ
可
レ
為
二
六
条
院
領
一
者
。
若
為
二
院
領
并
新
御
願
寺
一
《
尊
勝
寺
》
如
何
、
可

レ
隨
二　

勅
定
。一（
下
略
）

ｄ…

『
平
安
遺
文
』
一
八
二
六
号
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
四
月
三
十
日
鳥
羽
天…

皇
宣
旨

（
上
略
）
爰
去
承
徳
二
年
、
依
二
備
前
守
平
正
盛
寄
文
、一
以
二
鞆
田
村
内
田
廿

町
、一
被
レ
立
二
券
六
条
院
御
庄
一
已
畢
。
其
後
天
仁
二
年
同
村
田
十
三
町
・
都
介

村
田
卌
余
町
、
暗
被
二
押
籠
一
之
後
、
卌
人
杣
工
称
二
其
作
人
、一
併
駈
仕
之
間
、

全
不
レ
隨
二
寺
家
之
所
勘
。一
但
於
二
国
司
一
者
、
毎
年
検
注
之
後
、
依
レ
例
勘
検
、

至
二
于
所
当
官
物
一
者
、
以
二
寺
家
封
戸
百
卌
一
石
、一
所
二
率
補
一
也
。
而
作
人
等

乍
レ
募
二
官
物
、一
不
レ
弁
二
其
代
、一
雖
レ
遁
二
雑
役
、一
不
レ
勤
二
其
替
。一
誠
雖
レ
似
田

堵
之
対
捍
、一
偏
是
隨
二
庄
家
之
進
止
一
也
。（
下
略
）

　

鞆
田
庄
が
存
し
た
阿
拝
郡
鞆
田
村
は
元
来
湯
船
庄
四
至
内
に
所
在
し
て
お

り
、寛
治
三
年（
一
〇
八
九
）十
一
月
二
日
伊
賀
国
湯
船
村
田
坪
付
注
文
案（『
平

安
遺
文
』
一
二
八
四
号
）
で
は
、
僧
覚
増
と
い
う
人
物
が
領
有
者
で
あ
る
こ
と

が
、
大
介
小
槻
宿
禰
祐
俊
の
下
、「
目
代
平
〈
在
判
〉」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
地
は
東
大
寺
領
玉
瀧
杣
に
近
接
し
て
お
り
、
遅
く
と
も
天
喜
年
間

（
一
〇
五
三
～
五
八
）
に
は
東
大
寺
杣
工
の
出
作
負
田
が
展
開
し
て
い
た
と
い

い
、本
注
文
案
の
散
在
田
地
の
請
作
者
に
は
杣
工
と
思
し
き
人
々
が
見
ら
れ
る
。

杣
工
が
請
作
し
た
出
作
地
は
東
大
寺
封
物
を
供
出
す
る
御
封
負
田
（
国
衙
領
）

で
あ
り
、
か
つ
杣
工
が
東
大
寺
に
雑
役
を
勤
仕
す
る
雑
役
免
田
で
あ
っ
た（

12
（

。
上

掲
明
法
博
士
勘
状
案
の
鞆
田
村
の
土
地
の
由
来
説
明
で
は
、
こ
の
覚
増
の
私
領

田
は
興
福
寺
僧
仁
静
を
経
て
、
仁
静
の
子
範
俊
と
平
正
盛
に
伝
領
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
（『
平
安
遺
文
』
一
四
三
五
号
康
和
三
年
〔
一
一
〇
一
〕
九
月
二
十
三

日
堀
河
天
皇
宣
旨
案
も
参
照
）。

　

正
盛
の
子
範
延
は
範
俊
が
開
い
た
興
福
寺
松
林
院
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
お

り
、
範
俊
は
ま
た
、『
中
右
記
』
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
四
月
二
十
四
日
条

の
伝
に
、

或
人
云
、夜
半
権
僧
正
範
俊
入
滅〈
年
七
十
五
〉。
為
二
法
務
、一東
寺
一
長
者
、

興
福
寺
権
別
当
。
範
俊
者
故
大
威
儀
師
仁
静
之
子
也
。
但
年
来
住
二…

小
野
、一
伝
二
真
言
□
〔
秘
ヵ
〕
法
。一
又
為
二
興
福
寺
僧
、一
成
二
権
別
当
。一

為
二
院
御
持
僧
一
数
十
年
居
二
住
鳥
羽
殿
、一
奉
二
仕
種
々
御
修
法
。一
但
有
二

所
労
一
行
歩
不
レ
叶
、
此
七
八
年
来
、
不
レ
衆
也
。
真
言
之
道
深
知
二
其
奥

儀
一
人
也
。

と
あ
っ
て
、白
河
院
護
持
僧
を
勤
め
る
な
ど
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
平

家
物
語
』
巻
四
「
南
都
牒
状
」
に
は
、「
祖
父
正
盛
、
蔵
人
五
位
の
家
に
仕
へ
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て
、
諸
国
受
領
の
鞭
を
と
る
。
大
蔵
卿
為
房
、
賀
州
刺
史
の
い
に
し
へ
、
検
非

所
に
補
し
、
修
理
大
夫
顕
季
、
播
磨
太
守
た
っ
し
昔
、
厩
別
当
職
に
任
ず
」
と

あ
り
、
正
盛
は
白
河
院
近
臣
と
し
て
名
高
い
藤
原
為
房
が
加
賀
守
の
時
（
寛
治

四
年
〔
一
〇
九
〇
〕
～
七
年
任
）、
ま
た
北
家
魚
名
流
末
茂
孫
の
藤
原
顕
季
が

播
磨
守
の
時
（
嘉
保
元
年
〔
一
〇
九
四
〕
～
康
和
三
年
〔
一
一
〇
一
〕
任
）
な

ど
に
受
領
郎
等
と
し
て
奉
仕
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
間
に
隠
岐
守
と
し
て

六
条
院
領
へ
の
寄
進
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、『
中
右
記
』
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）

正
月
二
十
一
日
条
に
「
外
記
・
史
叙
爵
之
後
、
為
二
受
領
執
鞭
一
赴
二
遠
国
、一
巡

年
之
時
、
参
上
関
二
其
賞
、一
近
代
之
作
法
也
」
と
あ
る
よ
う
な
、
受
領
と
受
領

郎
等
の
上
首
者
の
中
間
的
な
階
層
に
あ
っ
た
が（
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、
院
近
臣
上
層
者
と
の
関
係
を

通
じ
て
、
院
近
臣
と
し
て
の
地
歩
を
上
昇
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
範
俊
と
の

つ
な
が
り
も
そ
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
平
正
盛
自
身
の
郎
等
編
成
、
特
に
伊
賀
国
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
ろ

う
か（

14
（

。

ｅ
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
正
月
二
十
四
日
条

（
上
略
）
今
夜
除
目
中
、
以
二
因
幡
守
正
盛
、一
遷
二
任
但
馬
守
、一
并
以
二
男
盛
康
一…

任
二
右
衛
門
尉
、一
以
二
平
盛
良
一
任
二
左
兵
衛
尉
。一
是
追
二
討
悪
人
義
親
一
之
賞
也
。

彼
身
雖
レ
未
二
上
洛
、一
先
有
二
此
賞
一
也
。
件
賞
雖
レ
可
レ
然
、
正
盛
最
下
品
者
、

被
レ
任
二
第
一
国
、一
依
二
殊
寵
一
者
歟
。
凡
不
レ
陳
二
左
右
。一
候
二
院
辺
一
人
天
之
与

レ
幸
人
歟
。（
下
略
）

ｆ
『
長
秋
記
』
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
八
月
二
十
一
日
条

（
上
略
）
三
番
、
左
、
清
原
重
国
、
伊
賀
住
人
、
字
首
持
、
義
親
首
入
洛
、
仍

此
名
流
レ
世
。
右
、
紀
恒
弘
〈
勝
〉、
伊
与
国
住
人
。
右
男
自
レ
本
勢
力
者
也
。

内
搦
勝
畢
。（
下
略
）

ｇ
『
保
元
物
語
』
古
活
字
本
「
白
河
殿
へ
義
朝
夜
討
ち
に
寄
せ
ら
る
る
事
」

（
上
略
）
爰
に
安
芸
守
《
平
清
盛
》
の
郎
等
に
、
伊
賀
国
住
人
、
山
田
小
三
郎

伊
行
と
云
は
、
又
な
き
剛
の
者
、
片
皮
破
の
猪
武
者
な
る
が
、（
中
略
）
安
芸

守
の
郎
等
、
伊
賀
国
の
住
人
、
山
田
小
三
郎
伊
行
、
生
年
廿
八
、
堀
河
院
の
御

宇
、
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
正
月
廿
六
日
、
対
馬
守
義
親
追
討
の
時
、
故
備

前
守
殿
の
真
前
懸
て
、
公
家
に
も
し
ら
れ
奉
た
り
し
山
田
の
庄
司
行
末
が
孫
な

り
。（
下
略
）

ｈ
『
為
房
卿
記
』
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
十
月
二
十
一
日
条
（
参
考
）

帯
刀
於
二
右
近
馬
場
一
有
レ
試
。（
中
略
）
蔭
子
正
六
位
上
平
朝
臣
清
賢
、
正
六

位
上
橘
朝
臣
頼
兼
、
正
六
位
上
平
朝
臣
盛
行
、
正
六
位
平
朝
臣
貞
光
、（
中
略
）

件
人
々
宜
レ
為
二
帯
刀
一
者
。（
下
略
）

　
ｅ
～
ｇ
は
平
正
盛
が
武
名
を
揚
げ
た
源
義
親
追
討
の
際
の
伊
賀
国
の
家
人
の

あ
り
方
を
窺
わ
せ
る
史
料
で
あ
る
。
正
盛
の
軍
団
は
義
親
の
首
入
京
場
面
で
は

打
物
を
持
ち
甲
冑
を
着
し
た
者
が
四
・
五
十
人
、
郎
等
百
人
、
郎
従
百
人
、
計

二
百
五
十
人
く
ら
い
の
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
中
右
記
』
天
仁
元

年
正
月
二
十
九
日
条
）。
こ
の
時
に
は
「
首
指
レ
桙
令
レ
持
二
下
人
五
人
、一
各
付
二

赤
比
礼
、一
書
レ
名
〈
賊
首
源
義
（
親
脱
ヵ
）、
又
従
四
人
首
〉」
と
あ
り
、
こ
の

う
ち
義
親
の
首
を
持
っ
て
い
た
の
が
ｆ
の
清
原
重
国
と
い
う
者
で
あ
っ
た
。
彼

は
相
撲
人
と
し
て
も
活
躍
し
て
お
り
、
体
術
の
基
本
で
あ
る
相
撲
に
も
長
じ
て

い
た
よ
う
で
、
相
応
の
在
地
有
力
者
と
目
さ
れ
る
が（
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、
伊
賀
国
に
お
け
る
拠
点
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は
不
明
で
、こ
こ
で
は
正
盛
の
軍
団
中
の
「
下
人
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ｇ
の
山
田
庄
司
行
末
は
山
田
郡
山
田
村
の
山
田
庄
を
管
理
す
る
人
物
と
見
ら
れ

る
が
、
孫
の
伊
（
是
）
行
は
『
保
元
物
語
』
の
金
刀
本
で
は
「
身
の
分
限
な
か

り
け
れ
ば
、
乗
替
・
郎
等
迄
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
は
か
ば
か
し
き
歩
走
の
一
人

を
だ
に
も
具
せ
ざ
り
け
り
。
纔
に
馬
の
口
付
た
る
舎
人
男
一
人
ぞ
あ
り
け
る
」、

半
井
本
で
は
「
安
芸
守
ニ
ハ
召
仕
ル
レ
共
、
御
恩
ナ
ケ
レ
バ
、
乗
替
一
騎
モ
不

具
、
冠
者
原
ダ
ニ
モ
見
セ
ザ
リ
ケ
リ
。
山
立
、
海
賊
ノ
訴
詔
ヲ
ウ
（
ッ
）
タ
ウ

ル
ハ
、
無
実
カ
実
犯
カ
、
其
レ
ヲ
メ
ン
ゼ
ラ
ル
ゝ
ヲ
以
、
御
恩
ニ
シ
タ
リ
。
郎

等
ト
モ
ナ
ク
、
舎
人
ト
モ
無
、
馬
ノ
口
ニ
付
タ
ル
冠
者
一
人
ゾ
有
ケ
ル
」
と
描

写
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
「
下
人
」
ク
ラ
ス
の
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

16
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。

　

一
方
、ｅ
に
「
男
」
と
あ
る
平
盛
康
や
平
盛
良
、ま
た
ｈ
に
登
場
す
る
平
盛
行
・

貞
光
ら
は
、
正
盛
の
父
正
衡
の
兄
季
衡
の
孫
で
（
図
２
）、
特
に
貞
光
の
系
統

か
ら
は
忠
盛
―
清
盛
の
郎
等
と
し
て
名
高
い
家
貞
―
貞
能
父
子
が
出
て
お
り
、

一
族
の
人
々
が
正
盛
に
従
属
し
て
近
親
郎
等
化
す
る
様
相
が
看
取
さ
れ
る（
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。
即

ち
、
ｅ
で
は
正
盛
は
第
一
等
国
の
受
領
に
任
用
さ
れ
る
一
方
で
、
彼
に
随
従
し

て
武
功
を
挙
げ
た
盛
康
・
盛
良
は
衛
府
の
尉
官
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
近
親
郎

等
と
し
て
伊
勢
平
氏
の
中
核
的
武
力
を
支
え
る
に
相
応
し
い
武
官
と
し
て
の
地

歩
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
院
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
を

有
す
る
正
盛
の
推
挙
が
作
用
し
て
お
り
、
近
親
郎
等
の
結
集
が
可
能
に
な
る
所

以
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
鞆
田
庄
に
つ
い
て
は
、
家
貞
―
貞
能
父
子
や
家
貞
の

兄
弟
家
実
が
管
理
に
携
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
国
衙
と
結
託
し
な
が
ら
、
東
大

寺
領
を
蚕
食
し
て
い
る
。
表
２
の
う
ち
、
伊
賀
守
藤
原
光
房
が
家
実
の
玉
瀧
庄

内
丸
柱
村
の
領
有
を
認
め
た
と
い
う
の
は
、
光
房
が
為
房
の
子
為
隆
の
子
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
（『
尊
卑
分
脈
』
二
―
六
六
頁
）、
や
は
り
伊
勢
平
氏
に

親
密
な
人
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
引
汲
と
目
さ
れ
よ
う
。

　

で
は
、こ
の
よ
う
な
伊
勢
平
氏
の
進
出
、郎
等
の
育
成
・
活
動
が
展
開
す
る
中
、

国
衙
機
構
の
あ
り
方
や
在
庁
官
人
の
動
静
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
表
１
に
は
、

時
あ
た
か
も
平
正
盛
が
六
条
院
領
伊
賀
国
所
領
を
寄
進
し
、
預
所
と
し
て
拠
点

を
築
く
頃
か
ら
在
庁
官
人
の
中
に
平
朝
臣
・
源
朝
臣
な
ど
中
央
系
の
姓
を
称
す

る
人
々
が
出
現
し
て
い
る
。
姓
名
が
わ
か
る
平
氏
と
し
て
は
、
正
盛
が
死
去
す

る
保
安
二
年
前
後
ま
で
で
は
平
宗
貞
・
惟
国
、
忠
盛
（
仁
平
三
年
〔
一
一
五
三
〕

死
去
）
の
時
期
に
は
平
元
国
、
そ
し
て
清
盛
の
時
代
で
は
平
佑
良
・
定
長
な
ど

が
知
ら
れ
る
が
、
図
２
の
人
物
中
に
比
定
で
き
る
者
は
い
な
い
。
維
盛
流
の
貞

長
は
「
掃
ア
助
」
と
あ
る
の
で
（『
尊
卑
分
脈
』
四
―
二
四
頁
）、
在
庁
官
人
の

定
長
と
は
別
人
と
目
さ
れ
る
。
ま
た
平
姓
者
は
在
庁
官
人
の
中
で
は
概
ね
一
人

の
み
の
存
在
で
、
常
に
複
数
人
が
い
る
源
朝
臣
、
そ
の
他
源
朝
臣
と
と
も
に
鎌

倉
時
代
に
も
存
続
す
る
惟
宗
・
大
江
・
藤
原
姓
者
の
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

源
朝
臣
に
関
し
て
は
、
東
大
寺
と
対
抗
す
る
名
張
郡
司
丈
部
近
国
の
家
系
は

近
国
―
近
俊
―
源
俊
方
と
続
き
、
俊
方
の
源
姓
改
称
は
国
守
源
某
と
の
関
係
を

指
摘
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
が（
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（

、
既
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
国
と

協
業
す
る
国
書
生
源
行
俊
な
ど
在
庁
官
人
の
源
朝
臣
姓
者
と
の
つ
な
が
り
で
の

改
姓
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る（

19
（

。
大
江
・
藤
原
は
黒
田
庄
側
の
百
姓
や
公
文
・
下

司
に
も
散
見
す
る
姓
で
、
在
地
と
の
つ
な
が
り
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
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図２　伊勢平氏略系図

（備考）…髙橋昌明『〔増補改訂〕清盛以前』（平凡社、2011年）巻頭の系図を参照し、『尊卑分脈』などを
加味して作成。

高望王　　国香　　貞盛　　維衡　　正輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　正度　

… 維盛… 宗盛… 盛国
… … 貞度… 貞基… 維基… 政基……………………盛時
… … 盛基… 貞時… 貞長
… 貞季… 範季… 季盛
… … 兼季… 盛兼… 信兼… 兼隆
… … … 貞房… 貞重
… 季衡… 季継… 盛良… … 季宗… 宗清… 家清
… … 盛光… 盛行… … … 家次… 家兼
… … … 貞光……季房… 家貞… 貞能… 貞頼
　… … 盛国… 盛康　　　　　　　　…… 家実
… 貞衡… 貞清… 家衡… … 家季… 家資… 利家
… … … 清嗣… 維綱… 良平
… 正衡… 正盛… 忠盛… 清盛… 重盛
　… … … 忠正… … 宗盛

表２　伊勢平氏と伊賀国の所領管理
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付箋には「然而家貞等不用之、遂被押籠了」とある
長承2（1133）･9･7備前守平忠盛下文／平2285：鞆田御庄司宛…東大寺との紛擾への対処
保延3（1137）･10･10美作守平忠盛下文／平2377：家貞所宛…東大寺との紛擾への対処
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は
在
庁
官
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
在
地
の
動
向
と
関
係
す
る
存
在
で
あ
り
、
平
姓
者

に
つ
い
て
も
、
平
氏
政
権
消
滅
後
は
全
く
姿
が
見
え
ず
、
伊
勢
平
氏
の
当
地
で

の
展
開
と
関
連
し
て
登
場
し
た
と
考
え
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
十
月
十
日
鳥
羽
院
庁
下
文
案
（『
平
安
遺
文
』

二
五
四
一
号
）
は
、「
仰
下
国
衙
訴
申
条
条
事
」
と
あ
り
、
出
作
田
の
検
注
・

収
納
使
に
よ
る
出
作
田
所
当
官
物
の
徴
収
、
そ
し
て
庄
内
居
住
の
出
作
名
所

当
官
物
・
作
人
居
住
庄
外
名
勤
仕
雑
役
を
弁
済
す
べ
き
こ
と
を
庄
司
に
命
じ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、「
一
可
二
早
弁
済
一
居
住
庄
内
出
作
名
所
当
官

物
段
別
参
斗
、
作
人
居
住
庄
外
名
勤
仕
雑
役
事
」
と
し
て
、「
就
レ
中
散
位
平

元
国
者
、
当
国
為
レ
宗
之
庁
官
也
。
而
自
二
前
司
光
房
之
任
、一
初
号
二
出
作
、一
不

レ
隨
二
国
務
、一
所
行
之
条
、
甚
不
レ
穏
便
。一
早
返
二
賜
国
底
、一
如
レ
元
欲
レ
令
レ
従
二

国
務
一
」
と
あ
る
が
、
庄
司
側
は
「
至
二
于
元
国
一
者
、
往
古
為
二
御
庄
官
、一
争

可
二
返
賜
一
哉
、
於
二
名
田
一
者
雖
二
相
替
、一
本
出
作
強
不
レ
可
レ
及
レ
訴
者
」
と
反

論
し
、
院
庁
下
文
で
も
「
至
二
于
元
国
一
者
、
其
身
為
二
庄
官
、一
已
及
二
数
年
、一

於
二
名
田
一
者
、
早
可
レ
為
二
公
田
一
矣
」
と
述
べ
て
お
り
、
平
元
国
が
庄
官
を
兼

帯
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
『
続
左
丞
抄
』
第

一
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
三
月
十
七
日
官
符
（
保
元
新
制
）
の
「
一
応
下
同…

令
中
二
国
司
一
停
止
上
同
社
寺
院
宮
諸
家
本
免
外
加
納
田
并
庄
民
濫
行
事
」
の
中

で
は
、「
兼
且
以
二
在
庁
官
人
・
郡
司
・
百
姓
一
補
二
庄
官
一
定
二
寄
人
、一
恣
募
二

名
田
、一
遁
二
避
課
役
。一
郡
県
之
滅
亡
、
乃
貢
之
擁
怠
、
職
而
此
由
」
と
指
弾
さ

れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
他
、治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
十
二
月
伊
賀
国
柘
植
川
合
郷
司
解
（『
平

安
遺
文
』
三
八
一
六
号
）
は
「
柘
植
川
合
両
郷
司
解…

申
注
鞆
田
御
庄
出
作
治

承
元
年
検
田
数
目
録
」
と
あ
り
、
日
下
に
は
刀
祢
、
阿
拝
郡
司
、
柘
植
郷
司
、

国
使
、
東
大
寺
の
代
官
僧
が
署
名
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
郷
司
は
「
書
生
兼
柘

植
郡
〔
郷
ヵ
〕
司
散
位
平
」
と
あ
っ
て
、
在
庁
官
人
の
中
核
を
な
す
国
書
生
か

つ
在
地
事
情
に
通
暁
し
た
存
在
と
し
て
の
郷
司
を
兼
帯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

在
庁
官
人
は
基
本
的
に
国
衙
領
の
確
保
と
徴
税
の
実
現
に
腐
心
し
て
お
り
、
東

大
寺
の
出
作
・
未
済
等
に
は
目
を
光
ら
せ
る
も
の
の
、
東
大
寺
領
と
紛
擾
す
る

伊
勢
平
氏
の
活
動
を
抑
制
す
る
立
場
に
は
な
く
、
平
姓
在
庁
官
人
の
存
在
も
相

俟
っ
て
、
伊
勢
平
氏
と
国
衙
が
深
刻
な
対
立
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

時
期
は
遡
る
が
、応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
五
月
一
日
官
宣
旨
（『
平
安
遺
文
』

三
二
一
七
号
）
に
は
、
東
大
寺
が
「
而
故
光
房
朝
臣
為
二
国
司
一
之
時
、
付
二
彼

国
住
人
家
実
、一
殊
致
二
其
妨
一
」、「
是
故
国
衙
・
寺
家
相
共
鬱
訴
之
間
、
自
二
去

保
元
三
年
、一
又
可
レ
為
二
伊
賀
国
領
一
由
、
在
庁
官
人
等
所
二
張
行
一
也
」
と
非

難
す
る
文
言
が
あ
り
、
長
承
三
年
（
一
一
三
二
）
～
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）

任
の
藤
原
光
房
の
時
代
に
平
家
実
が
玉
瀧
庄
内
の
丸
柱
村
を
押
取
し
た
出
来

事
が
知
ら
れ
る
（
近
江
国
信
楽
庄
内
と
号
し
た
と
い
う
）。
家
実
の
行
為
は
こ

の
地
が
国
衙
領
に
戻
る
こ
と
に
帰
結
し
て
お
り
、
国
衙
・
在
庁
官
人
は
家
実

と
結
託
し
て
、
東
大
寺
と
の
争
い
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
し
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

三 
平
氏
政
権
の
盛
衰
と
伊
賀
国
衙
の
行
方

　

で
は
、
そ
の
平
氏
政
権
下
の
様
相
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
よ
う
に
、
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家
貞
―
貞
能
は
忠
盛
―
清
盛
に
仕
え
、
都
に
出
て
お
り
、
伊
賀
に
は
家
次
・
家

実
ら
が
残
っ
て
い
た
。
清
盛
の
下
で
の
平
氏
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
く
、

異
母
弟
頼
盛
の
池
家
の
独
自
の
動
向
、
父
太
郎
で
あ
る
長
子
重
盛
の
小
松
家
と

平
時
子
所
生
の
母
太
郎
宗
盛
ら
と
の
相
克
な
ど
が
伏
在
し
て
い
る（

20
（

。
平
治
の
乱

に
際
し
て
は
、
熊
野
参
詣
に
出
か
け
て
い
て
、
西
国
か
ら
の
再
起
を
考
え
た
清

盛
に
対
し
て
、
重
盛
・
家
貞
・
難
波
三
郎
経
房
ら
が
都
へ
の
帰
還
と
即
戦
を
主

張
し
て
鼓
舞
し
た
と
い
い
（『
平
治
物
語
』
上
「
六
波
羅
よ
り
紀
州
へ
早
馬
を

立
て
ら
る
る
事
」）、
伊
賀
・
伊
勢
の
家
人
は
重
盛
の
郎
等
と
し
て
待
賢
門
で
の

源
義
平
と
の
戦
闘
な
ど
で
活
躍
す
る
（「
待
賢
門
の
軍
の
事
」）。
そ
の
後
、
彼

ら
は
当
面
の
嫡
流
と
な
っ
た
小
松
家
に
仕
え
て
い
く
よ
う
で
あ
り
、
後
に
嫡
流

と
な
る
宗
盛
ら
と
は
微
妙
な
距
離
感
に
な
っ
て
い
く
。

ｉ…

寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
大
和
国
和
束
杣
工
等
重
申
状
（『
平
安
遺
文
』…

四
〇
八
〇
号
）

御
杣
工
等
謹
重
言
上
。
右
所
二
言
上
一
者
、
為
二
罸
手
、一
可
レ
下
二
北
陸
道
一
兵
士

并
兵
粮
米
、
度
々
依
二
祝
薗
野
之
馬
掾
之
承
、一
可
レ
被
二
加
催
一
処
、
重
又
今
明

之
間
、
上
力
者
等
罷
二
下
御
杣
、一
可
レ
被
二
加
催
一
之
由
、
有
二
其
風
聞
、一
尤
難…

レ
堪
事
歟
。
爰
若
両
方
使
乱
入
、
如
何
工
等
可
レ
止
二
御
杣
跡
一
云
々
。
以
前
両
度

以
二
解
状
一
雖
レ
言
二
上
子
細
、一
全
以
無
二
其
仰
付
一
候
。
御
杣
工
等
不
レ
及
レ
帯
二
弓

箭
刀
兵
一
者
、
且
垂
二
御
𨗈
迹
一
歟
。
而
工
者
讒
三
十
六
人
、
所
レ
被
レ
催
二
十
七

人
也
者
、
言
語
道
断
事
。
若
不
レ
被
二
停
止
、一
何
工
等
歟
可
二
御
寺
修
造
役
勤…

仕
一
乎
。
仍
早
以
蒙
二
裁
報
、一
被
二
優
免
一
歟
。
恐
恐
謹
言
上
如
レ
件
。（
下
略
）

　

治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
重
盛
の
死
後
、
小
松
家
は
特
に
平
氏
の
軍
事
部

門
の
中
心
と
な
り
、
頼
朝
追
討
軍
の
大
将
と
し
て
富
士
川
合
戦
に
臨
ん
だ
維

盛
、
郎
等
で
鎮
西
の
追
討
使
に
任
命
さ
れ
た
平
貞
能
な
ど
の
活
動
は
著
名
で
あ

ろ
う
。
治
承
・
寿
永
内
乱
で
伊
賀
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
徴
兵
が
行
わ
れ
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ｉ
は
源
義
仲
の
進
攻
に
伴
う
北
陸
道
で
の
合
戦
へ
の
派

兵
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
大
和
国
目
代
の
左
衛
門
尉
平
季
貞
が
興

福
寺
領
に
対
し
て
「
天
山
・
和
束
両
杣
兵
士
事
。
可
レ
令
レ
注
二
進
交
名
一
之
由
」

を
伝
達
し
て
お
り
（『
平
安
遺
文
』
四
〇
七
九
号
三
月
二
十
六
日
付
平
季
貞
奉

書
）、
そ
れ
に
対
し
て
杣
工
ら
は
徴
兵
免
除
を
言
上
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

一
国
平
均
役
に
基
づ
く
動
員
、「
国
々
の
か
り
武
者
」（『
平
家
物
語
』
巻
五
「
富

士
川
」）
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
平
氏
の
軍
事
的
限

界
が
看
取
さ
れ
る（

21
（

。

　

ち
な
み
に
、
伊
賀
で
は
東
大
寺
と
名
張
郡
司
丈
部
氏
と
の
争
い
が
続
き
、
応

保
二
年
（
一
一
六
二
）
五
月
二
十
二
日
官
宣
旨
（『
平
安
遺
文
』
二
二
二
一
号
）

に
は
、「
件
覚
仁
蔑
二
爾
初
任
吏
、一
始
敷
二
此
濫
行
一
歟
。
加
レ
之
、
構
二
儲
軍
兵

三
百
余
人
、一
追
二
出
彼
保
司
俊
方
、一
欲
レ
殺
二
害
其
身
一
之
間
、
俊
方
并
郡
内
百

姓
等
皆
以
逃
失
畢
。
因
レ
之
、
一
郡
已
以
滅
亡
、
言
語
不
レ
及
之
悪
行
也
」
と

あ
り
、
東
大
寺
側
の
覚
仁
に
よ
る
軍
兵
発
向
の
あ
り
方
が
知
ら
れ
る
。
安
元
元

年
（
一
一
七
五
）
十
二
月
東
大
寺
衆
徒
解
案
（『
平
安
遺
文
』
三
七
三
二
号
）

で
は
、「
又
今
月
五
日
午
時
俊
方
男
子
三
人
引
二
率
隨
兵
二
三
十
人
、一
行
二
向
彼

庄
所
住
当
時
修
学
者
文
海
住
処
、一
即
殺
二
害
文
海
、一
資
財
資
具
悉
盗
取
、
近
隣

在
家
併
焼
失
、
其
中
牛
馬
七
疋
被
二
焼
害
一
了
」
と
、
俊
方
側
の
反
撃
も
描
か

れ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
治
承
・
寿
永
内
乱
期
に
お
い
て
も
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
八

月
二
十
三
日
東
大
寺
所
司
請
文
（『
平
安
遺
文
』
四
一
九
七
号
）
に
は
、「
一
紙

被
レ
載
応
下
且
停
二
止
狼
藉
、一
且
召
中
進
其
身
、上
伊
勢
二
所
太
神
宮
領
伊
賀
国
田

原
御
園
司
等
訴
申
名
張
郡
住
人
不
知
姓
俊
方
、
令
レ
焼
二
失
供
祭
料
、一
追
二
捕
神

人
、一
付
レ
縄
、
捜
二
取
資
財
雑
物
一
事
」
と
し
て
、「
抑
件
俊
方
与
二
大
江
良
直
、一

去
年
以
往
不
レ
拘
二
寺
家
制
止
、一
度
々
闘
諍
之
間
、
追
二
捕
黒
田
一
庄
、一
焼
二
失

数
百
宇
在
家
一
了
。
依
レ
之
、
彼
□
人
召
二
取
其
身
、一
可
レ
被
レ
処
二
罪
科
一
之
由
、

経
二
院
奏
一
之
処
、
仰
二
武
士
一
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
之
由
、
被
二
仰
下
一
了
。
仍
俊

方
之
身
、
寺
家
愁
申
之
間
、
不
レ
知
二
其
行
方
。一
付
二
国
司
一
被
二
尋
召
一
者
、
無
二…

其
隠
一
歟
」
と
い
っ
た
紛
擾
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
上
述
の
よ
う

に
、
大
江
氏
は
在
庁
官
人
や
下
司
と
し
て
在
地
に
勢
威
を
有
し
て
お
り
、
郡
司

や
刀
禰
・
専
当
な
ど
の
下
級
庄
官
と
し
て
登
場
す
る
丈
部
氏
よ
り
は
上
位
の
存

在
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
（
そ
れ
故
に
、
丈
部
氏
も
在
庁
官
人
源
朝
臣
氏
に
接

近
し
、
源
姓
に
改
姓
か
）。
た
だ
、
東
大
寺
が
発
向
し
た
軍
衆
三
百
余
人
を
含

め
て
、
丈
部
氏
や
大
江
氏
が
動
員
し
た
兵
力
は
「
武
士
」
と
は
異
な
る
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、元
暦
元
年
請
文
の
「
武
士
」
は
源
氏
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
源
平
両
氏
の
武
力
と
は
質
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る（
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。

　

で
は
、
当
地
の
平
氏
系
武
士
の
動
向
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
平
貞
能
は
平
氏

の
都
落
ち
の
際
に
、
東
国
へ
の
帰
還
を
手
助
け
し
た
所
縁
の
あ
る
宇
都
宮
朝
綱

の
庇
護
下
に
入
っ
た
ら
し
く（『
平
家
物
語
』巻
七「
聖
主
臨
幸
」、「
一
門
都
落
」）、

「
而
朝
綱
強
申
請
云
、
属
二
平
家
一
在
京
之
時
、
聞
下
挙
二
義
兵
一
給
事
、上
欲
二
参

向
一
之
刻
、
前
内
府
不
レ
免
レ
之
。
爰
貞
能
申
二
宥
朝
綱
并
重
能
・
有
重
等
一
之
間
、

各
全
レ
身
参
二
御
方
、一
攻
二
怨
敵
一
畢
。
是
啻
匪
レ
思
二
私
芳
志
、一
於
レ
上
又
有
レ
功

者
哉
。
後
日
若
彼
入
道
有
下
企
二
反
逆
一
事
上
者
、
永
可
下
令
レ
断
二
朝
綱
子
孫
一
給

上
云
々
。
仍
今
日
有
二
宥
御
沙
汰
、一所
レ
被
レ
召
二
預
朝
綱
一
也
」と
あ
り（『
吾
妻
鏡
』

文
治
元
年
七
月
七
日
条
）、
出
家
し
て
余
命
を
全
う
す
る
。

ｊ
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
七
月
八
日

伝
聞
、
伊
賀
・
伊
勢
国
人
等
謀
叛
了
云
々
。
伊
賀
国
者
、
大
内
冠
者
〈
源
氏
〉

知
行
云
々
。
仍
下
二
遣
郎
従
等
、一
令
レ
居
二
住
国
中
。一
而
昨
日
辰
刻
、
家
継
法
師

〈
平
家
郎
従
、
号
二
平
田
入
道
一
是
也
〉、
為
二
大
将
軍
、一
大
内
郎
従
等
悉
伐
取
了
。

又
伊
勢
国
信
兼
〈
和
泉
守
〉
已
下
切
二
塞
鈴
鹿
山
、一
同
謀
叛
了
云
々
。（
下
略
）

ｋ
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
七
月
二
十
一
日
条
（『
山
槐
記
』
七
月
十
七
・
十
九
日
条

も
参
照
）

伝
聞
、
謀
叛
大
将
軍
平
田
入
道
〈
家
継
法
師
〉
被
二
梟
首
一
了
。
其
外
両
三
人

為
二
大
将
軍
一
者
被
レ
伐
了
云
々
。
忠
清
法
師
・
家
資
等
籠
レ
山
了
云
々
。
又
官

軍
之
内
、
大
佐
々
木
冠
者
〈
不
知
名
〉
被
レ
伐
了
。
凡
官
兵
之
死
者
及
一
数
百
一

云
々
。

ｌ
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
八
月
二
日
条

大
内
冠
者
飛
脚
重
参
着
、
申
云
、
去
十
九
日
酉
刻
、
与
二
平
家
余
党
等
一
合
戦
、

逆
徒
敗
北
、
討
亡
者
九
十
余
人
。
其
内
張
本
四
人
、
富
田
進
士
家
助
、
前
兵

衛
大
尉
家
能
、
家
清
入
道
、
平
田
太
郎
家
継
入
道
等
也
。
出
羽
守
信
兼
、
子

息
并
忠
清
法
師
者
、
逃
二
亡
于
山
中
一
畢
。
又
佐
々
木
源
三
郎
秀
能
相
二
具
五
郎

義
清
、一
合
戦
之
処
、
秀
能
為
二
平
家
一
被
二
打
取
一
畢
。
惟
義
已
雪
二
会
稽
之
恥
、一

可
レ
預
二
抽
賞
一
歟
。
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一
方
、
伊
賀
に
残
っ
た
家
次
（
継
）
ら
、
保
元
の
乱
の
際
に
も
清
盛
と
は
独

立
し
た
兵
力
を
率
い
て
い
た
（『
保
元
物
語
』
上
「
主
上
三
条
殿
ニ
行
幸
ノ
事…

付
官
軍
勢
汰
ヘ
ノ
事
」、『
兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
十
一
日
条
）
伊
勢
平
氏
の

平
信
兼
ら
は
、
源
義
経
軍
の
京
上
に
呼
応
し
て
、
こ
れ
を
助
勢
・
先
導
に
努
め
、

源
義
仲
の
敗
退
を
惹
起
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
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。
そ
の
後
、
信
濃

源
氏
の
大
内
惟
義
が
守
護
に
な
っ
た
段
階
で
、
彼
ら
は
元
暦
元
年
の
乱
を
起
こ

す
。
こ
の
事
件
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
は
、
関
東
か
ら
上
洛
し
て
来
る
頼

盛
に
対
し
て
、「
伊
賀
伊
勢
両
国
の
住
人
平
家
重
代
の
家
人
」
が
「
一
矢
射
て

西
国
の
君
達
に
物
語
申
て
咲
ん
と
議
て
、
貞
能
が
兄
平
田
入
道
を
大
将
軍
と
し

て
五
百
余
騎
に
て
近
江
国
篠
原
の
辺
に
打
ち
出
て
待
係
た
り
」
と
描
か
れ
（
第

五
末
「
廿
六…

平
家
々
人
と
池
大
納
と
合
戦
す
る
事
」）、
覚
一
本
系
の
『
平
家

物
語
』
巻
十
で
は
、
や
は
り
六
月
九
日
の
頼
盛
上
洛
に
次
い
で
、
そ
れ
と
の
相

関
に
は
説
明
が
な
い
も
の
の
、
十
八
日
に
「
三
日
平
氏
」
の
乱
と
し
て
蜂
起
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
源
平
盛
衰
記
』
第
四
十
一
で
も
「
三
日
平
氏
」
と

し
て
言
及
さ
れ
、
伊
賀
国
山
田
郡
住
人
平
田
四
郎
貞
継
法
師
が
「
平
家
西
国
に

落
下
て
、
安
堵
し
給
は
ず
と
聞
え
け
れ
ば
、
日
比
の
重
恩
を
忘
れ
ず
、
多
年
の

好
み
を
思
て
、
当
家
に
志
あ
る
輩
、
伊
賀
・
伊
勢
両
国
の
勇
士
催
し
、
平
田
城

に
衆
会
し
て
謀
叛
を
起
し
、
近
江
国
を
打
従
へ
て
、
都
に
責
入
る
べ
し
」
と
い

う
体
で
あ
っ
た
と
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
平
家
方
と
し
て
伊
賀
国
住
人
壬
生
野

新
源
次
能
盛
と
い
う
者
が
活
躍
し
、
貞
継
法
師
と
と
も
に
三
百
余
騎
を
引
率
し

た
と
い
う
。

　

こ
の
元
暦
元
年
の
乱
に
つ
い
て
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
は
「
平

家
相
伝
の
家
人
に
て
、
昔
の
よ
し
み
を
忘
れ
ぬ
事
は
哀
な
れ
ど
、
思
ひ
た
つ
こ

そ
お
ほ
け
な
け
れ
」
な
ど
と
評
さ
れ
、
西
海
合
戦
へ
の
呼
応
と
い
っ
た
文
脈
で

語
ら
れ
て
い
る
が
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
頼
盛
へ
の
反
発
、
即
ち
重
盛
死

後
の
小
松
家
の
人
々
が
平
家
一
門
主
流
か
ら
個
別
に
脱
落
し
て
い
く
中
で
、
頼

朝
や
院
の
庇
護
を
得
て
安
穏
と
す
る
頼
盛
と
の
対
比
、
非
主
流
派
内
の
対
立
・

矛
盾
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
が
呈
さ
れ
て
い

る（
24
（

。
し
か
し
、
伊
賀
国
に
関
し
て
言
え
ば
、
ｊ
に
記
さ
れ
た
守
護
大
内
惟
義
の

行
為
、「
下
二
遣
郎
従
等
、一
令
レ
居
二
住
国
中
一
」
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

思
う
。
ｊ
～
ｌ
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
登
場
す
る
人
々
の
う
ち
、
家
次
は
山
田

郡
平
田
、
頼
盛
の
家
人
と
し
て
著
名
な
宗
清
の
子
家
清
は
阿
拝
郡
柘
植
を
本
拠

と
し
て
お
り
、
阿
拝
郡
壬
生
野
に
拠
点
を
有
す
る
壬
生
野
新
源
次
能
盛
と
い
う

異
姓
の
者
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
七
月
東
大

寺
三
綱
等
解
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
三
号
）
に
は
、「
近
則
去
々
年
平
家
郎
従

景
時
〈
字
紀
七
〉
相
二
伴
中
務
家
実
并
家
次
法
師
等
、一
於
二
伊
賀
国
一
発
二
謀
叛
一…

之
日
、
景
時
懸
二
一
陣
、一
死
二
戦
場
一
了
。
件
景
時
者
、
即
黒
田
庄
住
人
新
庄
下

司
也
」
と
あ
り
、
名
張
郡
黒
田
新
庄
下
司
の
景
時
と
い
う
者
が
参
陣
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
伊
賀
国
で
は
多
く
の
地
域
の
人
々
が
参
加
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
大
内
惟
義
と
そ
の
配
下
の
人
々
へ
の
反
発
が

大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
伊
勢
国
の
事
例
で

あ
る
が
、
員
弁
郡
治
田
御
房
の
地
頭
に
な
っ
た
畠
山
重
忠
の
眼
代
内
別
当
眞

正
が
大
領
家
綱
の
所
従
等
の
宅
を
追
捕
し
、
資
財
を
没
収
し
た
の
で
、
こ
れ

を
訴
え
ら
れ
る
と
い
う
事
態
も
惹
起
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
六
月
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表３  伊賀・伊勢平氏の乱参加者

〔元暦元年〕
【伊賀国】
平家次…山田郡平田／平田入道と称す／貞能・家実の兄弟
平家実
平家清…阿拝郡柘植庄／頼盛の家人宗清の子
壬生野能盛…阿拝郡壬生野庄
紀七景時…名張郡黒田新庄下司／平家郎従

【伊勢国】
平信兼…鈴鹿郡関
平家資…河曲郡林崎御厨
富田進士家助…朝明郡富田庄／平家資と同一人か否かは不明
藤原（伊藤）忠清

【未詳】
前兵衛尉家能

〔元久元年〕
【伊賀国】
雅楽助三郎盛時…雅楽助平維基の子孫

【伊勢国】
中宮長平度光の子息
進士三郎基度…朝明郡富田／家助の子か
松本三郎盛光…三重郡松本厨／松本教光の養子／基度の舎弟
　同四郎
　同九郎
若菜五郎…鈴鹿郡か／伊勢平氏
岡八郎貞房…安濃郡
庄田三郎佐房…壱志郡荘田または多気郡
　　　子師房
河田刑部大夫…度会郡河田

（員弁郡司進士行綱）…加担を疑われ、召置されるが、無実が判明し、本所を安堵
（備考）本拠地の比定は西村隆「平氏「家人」表」（『日本史論叢』10、1983年）に概ね依拠した。
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二
十
九
日
条
）。

　

ｌ
の
大
内
惟
義
の
申
請
に
対
し
て
、
頼
朝
は
「
攻
二
撃
逆
党
一
事
、
尤
神
妙
。

但
可
二
抽
賞
一
之
由
被
二
進
申
、一
頗
背
二
物
議
一
歟
。
其
故
者
、
補
二
一
国
守
護
一

之
者
、
為
レ
鎮
二
狼
唳
一
也
。
而
先
日
為
二
賊
徒
一
被
レ
殺
二
家
人
等
一
訖
、
是
無
二

用
意
一
之
所
レ
致
也
。
豈
非
二
越
度
一
哉
」
と
い
う
趣
旨
の
回
答
を
示
し
た
と
い

い
（『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
八
月
三
日
条
）、
こ
う
し
た
初
期
の
守
護
に
よ
る
統

制
の
不
備
、
紛
擾
の
発
生
は
各
地
で
見
ら
れ
た（
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（

。
と
す
る
と
、
国
衙
や
在
地
と

の
つ
な
が
り
を
持
つ
平
氏
系
の
人
々
が
蜂
起
に
関
わ
り
、
そ
の
平
定
に
よ
り
国

衙
の
再
編
、
平
氏
系
在
庁
官
人
の
消
滅
と
い
う
変
化
と
も
関
連
す
る
の
が
、
こ

の
事
件
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
ち
な
み
に
、『
吾
妻
鏡
』
文

治
三
年
六
月
二
十
日
条
に
は
、
伊
勢
国
の
没
官
領
に
つ
い
て
は
加
藤
太
光
員
の

注
進
に
よ
っ
て
地
頭
を
任
命
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
光
員
は
本
姓
藤
原
氏
、

も
と
伊
勢
国
住
人
で
、
父
景
員
が
平
氏
の
有
力
家
人
伊
藤
氏
一
族
の
者
を
殺
害

し
た
た
め
、
伊
勢
国
を
離
れ
て
東
国
に
下
向
し
、
伊
豆
の
工
藤
氏
の
女
婿
に
な

り
、
東
国
武
士
の
一
員
に
転
じ
た
と
い
う
（『
源
平
盛
衰
記
』
第
二
十
一
「
八

牧
夜
討
」）。
そ
し
て
、
こ
こ
で
加
藤
光
員
が
起
用
さ
れ
た
の
は
、
加
藤
氏
が
元

来
は
小
松
殿
家
人
の
一
団
で
あ
っ
た
た
め
、
元
暦
元
年
の
乱
後
の
宥
和
・
安
寧

回
復
に
有
用
で
あ
っ
た
た
め
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
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。

ｍ
『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
三
月
九
日
条

晴
。
武
蔵
守
平
賀
朝
雅
飛
脚
到
着
。
申
云
、
去
月
日
、
雅
楽
助
平
維
基
子
孫
等

起
二
伊
賀
国
、一
中
宮
長
同
度
光
子
息
等
起
二
伊
勢
国
、一
各
叛
逆
云
々
。
彼
両
国

守
護
人
山
内
首
藤
刑
部
丞
経
俊
相
二
尋
子
細
一
之
処
、
無
二
左
右
一
企
二
合
戦
。一
経

俊
依
二
無
勢
一
逃
亡
之
間
、
凶
徒
虜
二
領
二
ヶ
国
。一
固
二
鈴
鹿
関
・
八
峯
山
等
道

路
。一
仍
無
二
上
洛
之
人
一
云
々
。

ｎ
『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
四
月
二
十
一
日
条

晴
。
武
蔵
守
朝
雅
飛
脚
到
着
。
申
云
、
去
月
廿
三
日
出
レ
京
。
爰
伊
勢
平
氏

等
塞
二
鈴
鹿
関
所
、一
索
二
険
阻
之
際
、一
縦
雖
レ
不
レ
遂
二
合
戦
、一
人
馬
依
レ
難
レ
通…

レ
之
、
廻
二
美
濃
国
、一
同
廿
七
日
入
二
伊
勢
国
、一
凝
二
計
議
、一
自
二
今
月
十
日
、一

至
二
同
十
二
日
一
合
戦
。
先
襲
二
進
士
三
郎
基
度
朝
明
郡
富
田
之
館
、一
挑
レ
戦
移

レ
尅
、
誅
二
基
度
并
舎
弟
松
本
三
郎
盛
光
・
同
四
郎
・
同
九
郎
等
。一
次
於
二
安
濃

郡
、一攻
二
撃
岡
八
郎
貞
重
及
子
息
・
伴
類
。一
次
到
二
多
気
郡
、一与
二
庄
田
三
郎
佐
房
・

同
子
息
師
房
等
相
戦
。
彼
輩
遂
以
敗
北
。
又
生
二
虜
河
田
刑
部
大
夫
。一
凡
狼
唳

雖
レ
靡
二
両
国
、一
蜂
起
不
レ
軼
二
三
日
。一
件
残
党
猶
在
二
伊
賀
国
、一
重
可
二
追
討
一

之
云
々
。

ｏ
『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
五
月
六
日
条

晴
。
朝
雅
飛
脚
重
到
来
。
去
月
廿
九
日
到
二
伊
勢
国
、一
平
氏
雅
楽
助
三
郎
盛
時

并
子
姪
等
、構
二
城
墎
於
当
国
六
ヶ
山
。一
数
日
雖
二
相
支
、一朝
雅
励
二
武
勇
一
之
間
、

彼
等
防
戦
失
レ
利
敗
北
。
凡
張
本
若
菜
五
郎
城
墎
構
処
所
、
所
謂
伊
勢
国
日
永
・

若
松
・
南
村
・
高
角
・
関
・
小
野
等
也
。
遂
於
二
関
・
小
野
一
亡
二
其
命
一
云
々
。（
下
略
）

　

伊
賀
に
関
し
て
は
、守
護
大
内
惟
義
が
い
つ
交
替
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
以
前
に
は
山
内
首
藤
経
俊
が
伊
賀
・
伊
勢
両
国
の
守

護
に
任
じ
ら
れ
て
い
た（

27
（

。
鎌
倉
時
代
の
在
庁
官
人
の
氏
姓
が
わ
か
る
事
例
は
少

な
く
、
確
言
は
で
き
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
平
姓
者
は
見
え
ず
、
既
に
建

仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
で
も
そ
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
但
し
、伊
賀
・
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伊
勢
の
平
氏
勢
力
が
一
掃
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
ｍ
～
ｏ
の
元
久
元
年
の
乱
に

も
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
伊
賀
に
つ
い
て
は
元
暦
元
年
の
乱
と
の
関

係
は
不
詳
で
あ
る
が
、
伊
勢
で
は
そ
の
際
の
富
田
進
士
家
助
の
係
累
と
思
し
き

人
物
が
参
画
し
て
お
り
、
伊
勢
平
氏
と
冠
称
さ
れ
る
人
物
も
加
わ
っ
て
い
る
か

ら
、
元
暦
元
年
の
乱
に
よ
っ
て
伊
勢
の
平
氏
勢
力
が
根
絶
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ｍ
で
は
元
久
元
年
の
乱
が
三
日
で
平
定
さ
れ
た
と
あ

り
、
こ
ち
ら
が
「
三
日
平
氏
」
と
称
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ｏ
で
は

ま
だ
し
ば
ら
く
は
余
燼
が
残
っ
て
お
り
、
簡
単
に
は
鎮
圧
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
伊
賀
・
伊
勢
の
守
護
は
元
久
元
年
の
乱
を
平
定
し
た
平
賀
朝
雅

に
替
わ
り
、
元
久
二
年
～
承
久
三
年
に
は
惟
義
の
子
惟
信
が
就
任
し
て
お
り（

28
（

、

信
濃
源
氏
に
よ
る
統
制
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
平
氏
の
拠
点
を
統
治

す
る
こ
と
に
意
が
注
が
れ
た
も
の
と
目
さ
れ
る
。

　

た
だ
、
伊
賀
国
の
在
庁
官
人
の
構
成
で
は
、
平
姓
者
こ
そ
消
失
し
て
い
る
が
、

十
二
世
紀
以
来
の
国
衙
・
荘
園
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
有
勢
者
が
引
き
続
き
勢

威
を
保
持
し
て
い
る
。
伊
勢
平
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
伊
勢
国
で
は
、
例
え
ば
員

弁
郡
司
進
士
行
綱
は
ｏ
に
登
場
す
る
若
菜
五
郎
に
よ
る
夜
討
と
の
関
係
を
疑
わ

れ
、
一
旦
は
召
置
さ
れ
た
（『
吾
妻
鏡
』
建
仁
三
年
十
二
月
二
十
五
日
条
）
後
、

無
実
が
判
明
し
、本
所
を
安
堵
さ
れ
て
お
り
（『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
二
月
十
日
・

五
月
八
日
条
）、
や
は
り
平
氏
に
つ
な
が
る
人
々
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は

で
き
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
が
鎌
倉
時
代
の
当
該
地
域
で
ど
の
よ

う
に
作
用
す
る
か
は
、
後
考
に
俟
ち
た
い
と
思
う（

29
（

。

む
す
び
に
か
え
て

　

小
稿
で
は
伊
賀
国
に
お
け
る
在
庁
官
人
の
変
遷
を
検
討
し
、
特
に
十
二
世
紀

に
中
央
系
氏
姓
の
人
々
が
登
場
す
る
と
い
う
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
伊
勢
平
氏
の
当
地
へ
の
進
出
・
拠
点
形
成
と
の
関
係
や
在
庁
官
人

と
在
地
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
な
ど
に
言
及
し
た
。
十
二
世
紀
の
東
国
で
は
相

模
国
の
三
浦
氏
、
下
総
国
の
千
葉
氏
、
下
野
国
の
小
山
氏
な
ど
、
鎌
倉
幕
府
創

成
に
参
画
す
る
有
力
武
士
が
国
衙
機
構
に
地
歩
を
得
て
お
り（

30
（

、
武
士
が
在
庁
官

人
化
す
る
と
い
う
特
性
が
看
取
さ
れ
る
。
伊
賀
国
は
畿
内
近
国
で
あ
り
、
関
係

す
る
の
も
伊
勢
平
氏
の
近
親
郎
等
ク
ラ
ス
で
、
彼
ら
そ
の
も
の
が
在
庁
官
人
に

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
在
庁
官
人
の
平
姓
者
が
伊
勢
平
氏
の
家
系
の
ど
こ
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
制
約
が
残
る
が
、
伊
勢
平
氏
の

消
長
と
在
庁
官
人
中
の
平
姓
者
の
動
向
は
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
相
関
関

係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

但
し
、元
暦
元
年
の
乱
や
元
久
元
年
の
乱
に
お
け
る
国
衙
の
様
態
と
も
ど
も
、

伊
賀
国
で
の
伊
勢
平
氏
の
定
着
ぶ
り
や
異
姓
家
人
、
ま
た
広
く
在
地
と
の
関
係

如
何
は
、
な
お
今
後
の
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
国
衙
の
展
開

や
在
地
の
動
向
も
探
究
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
課
題
を
残
し
つ
つ
、
蕪

雑
な
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註

（
１
）…
木
村
茂
光
「
藤
原
実
遠
の
所
領
と
そ
の
経
営
」（『
日
本
中
世
の
権
力
と
地
域

社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
川
島
茂
裕
「
寛
徳
庄
園
整
理
令
と
天
喜
事

件
」（『
日
本
史
研
究
』
二
二
七
、一
九
八
一
年
）、
久
保
田
和
彦
ａ
「
名
張
郡
司
丈

部
氏
一
族
と
簗
瀬
保
」（『
中
世
日
本
の
諸
相
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九

年
）、
ｂ
「
黒
田
荘
出
作
・
新
荘
の
成
立
過
程
と
国
司
政
策
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
二
八
、一
九
九
〇
年
）、
守
田
逸
人
「
東
大
寺
領
黒
田
荘
出
作
地
の
展
開
と
地
方
支

配
」（『
日
本
中
世
社
会
成
立
史
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
正
木
育
美
「
東

大
寺
領
伊
賀
国
黒
田
荘
の
成
立
」（『
日
本
史
研
究
』
五
三
六
、二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。

（
２
）…

髙
橋
昌
明
『〔
増
補
改
訂
〕
清
盛
以
前
』（
平
凡
社
、二
〇
一
一
年
）、川
合
康
「
治

承
・
寿
永
の
内
乱
と
伊
勢
・
伊
賀
平
氏
」（『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

二
〇
〇
四
年
）、守
田
逸
人
「
荘
園
制
成
立
期
の
地
域
秩
序
と
社
会
構
成
」（
註
（
１
）

書
）
な
ど
。

（
３
）…

平
山
浩
三
ａ
「
伊
賀
国
名
張
郡
に
お
け
る
収
取
を
め
ぐ
っ
て
」（『
荘
園
制
と

中
世
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
）、
ｂ
「
一
国
平
均
役
荘
園
催
徴
の
一
形

態
に
つ
い
て
―
院
政
期
を
中
心
に
―
」（『
日
本
史
研
究
』
二
三
〇
、一
九
八
一
年
）、

ｃ
「
一
国
平
均
役
荘
園
催
徴
の
一
形
態
に
つ
い
て
―
鎌
倉
初
期
を
中
心
に
―
」（『
日

本
歴
史
』
三
九
九
、一
九
八
一
年
）、
ｄ
「
一
国
平
均
役
の
済
例
に
つ
い
て
」（『
日
本

歴
史
』
五
四
一
、一
九
九
三
年
）、
ｅ
「
一
国
平
均
役
賦
課
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
と
荘

園
」（『
日
本
歴
史
』
五
六
五
、一
九
九
五
年
）、ｆ
「
役
夫
工
米
の
済
例
と
機
能
」（『
日

本
歴
史
』
五
九
九
、一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
４
）…

田
渕
義
樹
「
平
安
末
期
の
伊
賀
国
衙
」（『
九
州
史
学
』
一
一
〇
、一
九
九
四
年
）。

な
お
、
在
庁
官
人
の
一
覧
は
、
拙
稿
「
平
安
・
鎌
倉
時
代
在
庁
官
人
・
国
衙
関
係
者

表
（
稿
）」（『
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
国
衙
機
構
と
武
士
の
成
立
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
』平
成
二
十
一
年
度
～
平
成
二
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金〈
基
盤
研
究（
Ｃ
）〉

研
究
成
果
報
告
書
〔
研
究
代
表
者
・
森
公
章
〕、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
５
）…

拙
稿
「
郡
司
表
（
稿
）〔
第
二
版
〕」（
註
（
４
）
報
告
書
）、『
伊
賀
市
史
』
第

一
巻
通
史
編
古
代
・
中
世
（
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

（
６
）…

丈
部
氏
か
ら
源
氏
へ
の
改
姓
に
つ
い
て
は
、久
保
田
註
（
１
）
ａ
論
文
を
参
照
。

（
７
）…

拙
稿
「
国
書
生
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
在
庁
官
人
と
武
士
の
生
成
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。

（
８
）…

田
渕
註
（
４
）
論
文
二
八
～
二
九
頁
に
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）…

坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）

二
〇
三
～
二
三
二
頁
、
増
渕
徹
「
上
訴
と
功
過
」（『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』

二
五
、一
九
九
九
年
）、
磐
下
徹
「
国
司
苛
政
上
訴
寸
考
」（『
日
記
・
古
記
録
の
世
界
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。

（
10
）…

正
木
註
（
１
）
論
文
。

（
11
）…

木
村
註
（
１
）
論
文
は
、『
平
安
遺
文
』
一
二
六
一
号
文
書
の
実
遠
の
事
例
は

住
人
た
ち
に
加
地
子
を
支
払
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
口
実
で
あ
っ
て
（
公
郷

支
配
の
回
復
の
根
拠
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
伝
承
）、
実
遠
が
直
接
経
営

を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る
。

（
12
）…

守
田
註
（
１
）
論
文
。

（
13
）…

髙
橋
註
（
２
）
書
六
四
～
六
六
頁
、
守
田
註
（
２
）
論
文
な
ど
。

（
14
）…

田
中
文
英
「
平
氏
武
士
団
の
形
成
」（『
平
氏
政
権
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
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一
九
九
四
年
）、
西
村
隆
「
平
氏
「
家
人
」
表
」（『
日
本
史
論
叢
』
一
〇
、一
九
八
三

年
）
な
ど
。

（
15
）…
拙
稿
ａ
「『
因
幡
国
伊
福
部
臣
古
志
』
と
因
幡
国
の
相
撲
人
小
考
」、
ｂ
「
古

代
土
佐
国
・
讃
岐
国
の
相
撲
人
」、
ｃ
「
古
代
常
陸
国
の
相
撲
人
と
国
衙
機
構
」（
註

（
７
）
書
）
な
ど
を
参
照
。

（
16
）…

田
中
註
（
14
）
論
文
。

（
17
）…

髙
橋
註
（
２
）
書
。
な
お
、
貞
季
流
や
貞
衡
流
は
伊
勢
国
を
拠
点
に
し
た
。

貞
季
流
の
信
兼
は
保
元
の
乱
で
も
清
盛
と
は
別
の
独
立
し
た
軍
兵
を
引
率
し
て
お

り
、
郎
等
化
し
な
か
っ
た
と
目
さ
れ
る
。

（
18
）…

石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
一
六
四
～

一
六
五
頁
。

（
19
）…

久
保
田
註
（
１
）
ａ
論
文
。
そ
の
他
、
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
二
月
伊
賀

国
在
庁
官
人
解
（『
平
安
遺
文
』
一
九
五
八
号
）
に
は
、「
加
之
彼
庄
住
人
僧
慶
暹
、

前
前
任
名
張
郡
納
所
書
生
兼
国
朝
臣
後
見
也
」
と
あ
り
、
税
所
を
構
成
す
る
在
庁
官

人
の
一
人
（
一
九
五
二
号
）
源
兼
国
は
黒
田
庄
の
人
々
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

（
20
）…

田
中
大
喜
ａ
「
平
氏
の
一
門
編
成
と
惣
官
体
制
」（『
日
本
歴
史
』

六
六
一
、二
〇
〇
三
年
）、
ｂ
「
平
頼
盛
小
考
」（『
日
本
中
世
武
士
団
構
造
の
研
究
』

校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
）、
元
木
泰
雄
「
平
重
盛
論
」（『
平
安
京
と
そ
の
時
代
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
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（
21
）…

元
木
泰
雄
『
武
士
の
成
立
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）、
上
杉
和
彦
『
源

平
の
争
乱
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
22
）…

守
田
逸
人
「
院
政
期
の
郡
司
と
地
域
社
会
」（
註
（
１
）
書
）。

（
23
）…

川
合
註
（
２
）
論
文
。

（
24
）…

川
合
註
（
２
）
論
文
。

（
25
）義
江
彰
夫『
鎌
倉
幕
府
守
護
職
成
立
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
九
年
）。

（
26
）…

川
合
註
（
２
）
論
文
三
〇
二
頁
。

（
27
）…

佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
一
年
）。

（
28
）…

佐
藤
註
（
27
）
書
。

（
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）…

稲
本
紀
昭
他
『
三
重
県
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
六
～

八
四
頁
や
三
重
県
内
の
各
自
治
体
史
な
ど
の
記
述
を
参
照
。

（
30
）…

拙
稿
「
将
門
の
乱
と
藤
原
秀
郷
」（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
科
篇

三
六
、二
〇
一
一
年
）。
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relationship…between…these…phenomena.…But… Ise…Taira…Clan…did'nt…perish… in… Iga…and…Ise…

Province.…They…rouse…in…revolt…twice…in…the…Kamakura…Period.…We…can…also…see…how…the…

Ise…Taira…Clan…established…their…position…in…these…provinces.…
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The tendency of the provincial governors 
and the development of 

the Ise Taira Clan in Iga Province

MORI,…Kimiyuki

……Iga…Province…was…one…of…the…most…important…place…for…the…development…of…the…Ise…Taira…

Clan.… In…1097A.D.…Taira…no…Masamori,the…grandfather…of…Kiyomori,dedicated…his… land… in…

Tomoda…Village…of…Yamada…Couty…to…Rokujo-In,this…became…a…meaningful…step…to…combine…

with…Shirakawa-In(Retired…Emperor…who…had…the…authority…for…the…rule…of…Japan…at…that…

time).Talking…about…the…historical…materials…now…extant,…Iga…Province…is…rich…in…historical…

documents…for…considering…how…the…provincial…government…was…carried…on…and…we…can…see…

several…provincial…governors…named…Taira.…In…this…article…I…want…to…reveal…how…Taira…Clans…

worked…actively…in…the…provincial…government…and…what…was…the…relationship…between…the…

development…of…samurai…worriors…and…the…provincial…government…office.

……Analizing…the…table…of…the…provincial…governors,we…can…see…the…traditional…clans'…names…in…

Iga…Province…to…the…end…of…the…11th…cencury,but…in…the…12th…century…clans…who…came…from…

Capital…City…like…Taira,Minamoto…etc…appeared…as…provincial…governors.…This…phenomenom…

paralled… to… the…dedication…of… land…by…Taira…no…Masamori.… In…1111A.D.…Masamori…killed…

Minamoto…no…Yoshichika…and…achieved… fame…as…a…samurai…worrior.… In… this… incident…his…

vassals…of…Iga…Province…worked…hard.…Kiyohara…no…Shigekuni…brought…up…Yoshitika's…head…

in…the…parade…of… triumph,…he…was…a… famous…sumou…wrestler.…Yamada…no…Yukisue…whose…

grandson…Koreyuki…worked…actively… in… the…rebellion…of…Hougen…came… from…Ymamada…

Village…of…Ymada…Couty.…Masamori's…close…relative…vassals…also…worked.…They…had…same…

name…of…Taira…and…were…desendents…of…Masahira's(the… father…of…Masamori)…brothers.… In…

those…cases…the…familes…of…Taira…no…Iesada…who…had…lands…in…Iga…Province…were…well-known.

……But…looking…at…the…table…of…provincial…governors…again,we…can't…trace…the…names…of…Taira…

Clan… in…the…family…tree…of…the…Ise…Taira…Clan,… It…was…true…that…the…close…relative…vassals…

worked… actively… for… the…battle…between… the… Iga…Provincial…Government… and…Todaiji…

Temple…as…government… side.…And…after… the… ruin…of… the… Ise…Taira…Clan… the…provincial…

governors… named…Taira…Clan… disappeared… simultaneously.… So…we… can… imagine… the…


